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午前９時28分 開議 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 皆さんおはようございます。 

定足数に達しておりますので、本委員会は成立いたします。 

昨日に引き続き、会議を再開いたします。 

 

 

議案第 50号 令和２年度太良町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

ただいまから審査に入ります。 

議案第 50 号 令和２年度太良町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたし

ます。 

お諮りします。最初に歳出を審査し、その後に歳入を審査したいと思います。これに御

異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

異議なしと認めます。よって、最初に歳出を審査し、その後に歳入を審査することに決

定しました。 

次に、審査の方法として、十分な審議を尽くすために款を二、三款区切って行いたいと

思います。 

 

 

議会費、総務費について 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

初めに、歳出の議会費と総務費で、決算書の 63ページから 96ページまで、行政実績報

告書では 33ページから 39 ページまでを審議いたします。 

行政実績について、関係課の概要説明を求めます。 

なお、説明につきましては、簡潔にお願いいたします。 
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○事務局長（今田 徹君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○総務課長（田中照海君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入りたいと思います。 

なお、節度ある質疑にするために、質疑の方は必ず挙手で発言を求め、委員長の許可を

得て、関係書類名及びページ数を言ってから質疑をお願いします。 

○副議長（江口孝二君） 

 行政実績報告書の交通安全対策費についてお尋ねします。36ページ。 

 ここに施設整備でカーブミラー設置３基とありますけど、今朝ほど古賀地区の区長さん

以下見えられておりましたけど、この件について、町道の夏坂線、67号線ですね。そこの

分のカーブミラーの設置をお願いしているけど、いまだに施工されていないということで

すよ。この件については、私も何回か総務課のほうに相談をしました。副町長にも相談を

しています。なぜできないのか、まずそこの理由を。 

 それと、同じことでダブってはいかんけんばってん、町道の 27号線と県道の田代医院の

交差点、あそこ事故が多発しております。その件についても、地元から何とか事故が起き

ないように対策をしてくれということを言われております。その２件についてどのような

対応をされておるのかお尋ねします。 

 よか。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 ちょっと待って。 

○副議長（江口孝二君） 

 もう聞くとは分かっとろうもん、今朝から来て。言いよっとは。あそこで騒動しよっと

は。総務課で。何ば初めから話し合うことのあっと。 

○総務課防災係長（山口真二君） 

 副議長おっしゃられる箇所についてですけども、交通安全の施設の整備に関しては、要

望を出された箇所について、優先順位を一応総務課のほうで現場を見て、交通量とかを考

慮して、先に出された要望であっても後回しにする場合もございます。副議長言われる箇

所につきましては、交通量に対して、別にそう多くないという総務課の私たちの判断で設

置について検討しているところでございます。なるべく早急に設置をしたいとは思っては

おりますけれども、そういった優先順位等の兼ね合いで、今朝も来られた区長さんはじめ

部落の関係者の方には大変お待たせして非常に申し訳ないと思っておりますけども、なる

べく早く設置するように努力をいたしたいと思っております。 
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○副議長（江口孝二君） 

今の説明では、御立派な説明、そりゃそう。あなたは私に言うた言葉は、短期ではでき

ないと。短期て１期ですね。ある程度寄せないとできないということを私に言われました。

だから私は副町長に相談に行って、単価契約工事をすればできるんじゃないですかという

ことまで言っております。そういうそぶりも何も見せんで、今言う答弁と全く違う答弁じ

ゃなか。そしたら今何基ありますか。 

それと、あなたたちは総合計画は御存じですか。2020 年から 2027 年。総合計画。111

ページにカーブミラーとか信号機はて立派なことばうとうてあっですよ。そういうことは

何も考慮せん、あれは絵に描いた餅ですか、総合計画ていうとは。副町長も総合計画、私

も議長も入っております。これはみなさんに言えることばってん、計画をするとであれば、

総合計画が基本になるはずですよ。そういうところを加味しても、何一つ地元の要望等に

は応えておらんと思うですよ。私は２日前に現場は確認に行っとります、できとるかでき

とらんか。防風林は覆いかぶさって、もう三叉路であって、全くもう、交通量は確かに少

ないですよ。そういう状況であって、何もしないと。怠慢じゃなかとですか。副町長そこ

はどがん思うですか。 

○副町長（毎原哲也君） 

今、江口副議長が言われた件については、確かに承っております。それで、山口係長あ

たりと話をしているんですけれども。おっしゃったように、今まとめて発注をしているん

ですけど、それを単体でておっしゃったのは確かです。それを検討しんしゃいては一応指

示はしてます。 

以上です。 

○副議長（江口孝二君） 

何基今そいぎ要望が来とっとですかて。優先順位があるて言わしたけん。あと今何基た

まっとっと。その答えがきとらん。 

○総務課長（田中照海君） 

御指摘のカーブミラーでございますけども、今要望が出てる分で把握してるのが、カー

ブミラー６基が今現在要望が出てるけれども未設置の状態であります。 

○副議長（江口孝二君） 

そしたら要望も、ちなみに古賀地区から来てる分は何番目ですか。 

○総務課長（田中照海君） 

古賀区でカーブミラー２基要望が出てまして、カーブミラーでは一番上に、順序的には

次の順番ということで把握しとります。 

○副議長（江口孝二君） 

そしたら、この決算書の 84 ページに不用額の出とんもんね。そういう状況であってでき
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ないていうことは、全く私たちの意見は取り上げてもらえない。まず単価契約工事をでき

るかできんかというとは私は副町長と話をしました。できますという話を聞いとります。

それでいって何も進捗がなかということは、職務怠慢て言われてもしょんなかじゃなかと。

する気があるかなかか。私は古賀の区長に今日言いました。私が今日はっきりさせますか

らもう帰ってくださいと。そのことも何回も、これに限らず町民さんは何回となく足を運

んで、要望、請願なんかをされとります。私は一番すっとは、総合計画にうとうとっとに

何でそれを実施されないのか。まずそこを副町長、明確に、総合計画というとは絵に描い

た餅か。ただ作らんばいかんけんしとっとか。まずそこをお尋ねします。 

○副町長（毎原哲也君） 

お答えします。 

おっしゃったようにその総合計画が一番基本になる計画なので、それをやっていくとい

うことは当たり前のことなので。あとは具体的にどう実現していくかということなんです

けど。副議長おっしゃったように一応指示はしてるんですけど、それを短期でやるか、寄

せ集めて一遍に入札をやるか、どっちかていうのを方向性をきちんと決めて今後対応して

いきたいというふうに思います。今副議長おっしゃってるようになるべく早くするために

は、予算をつけて短期でもどんどんやっていくと。そういう方法を取らざるを得ないかな

というふうには考えます。 

○副議長（江口孝二君） 

 予算あっでしょ。不用額の出とっでしょうもん。 

○町長（永淵孝幸君） 

 今言われるごと、確かに不用額が残っております、29万ほど。だから、ここで対応でき

なかったのかていうのを今言われるのは当たり前だろうと思います。ですから、ガードレ

ールとかカーブミラー、やはり危険な場所というなことで地元から要望が上がっているわ

けですので、そこについては、やはり予算がないとすれば、補正でも、ここは本当に危な

いなというところであれば、今後は補正でも組みながら、早め早めの対応をするように担

当課には指示をしていきたいというふうに。 

 以上です。 

○副議長（江口孝二君） 

 油津の件は。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 すって言いよいしゃったいね、町長が。 

○副議長（江口孝二君） 

あんたもどこば聞きよっと。油津の件はまだ話は出とらん。回答ももろうとらん。交差

点。今年の３月やったですかね、大きな人身事故があったでしょ。あそこの当初、信号機
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をつけるという要望が出とりました。ただ、２か所あって近すぎるからできませんという

ことであったけんね。それでも事故があるから、何か注意、きれいに整備はされとります。

止まれとかなんとかはね。それでも事故があるてことは、もう少し注意信号ていうかな、

点滅信号か知らんばってん、その辺をしてもらえんかと私も言いましたけど。そこら辺に

対しては、これ以上のことをするのかしないのかお尋ねします。 

○総務課防災係長（山口真二君） 

警察のほうに、今年の６月だったと思いますけれども、再度信号機の設置について、過

去に一度、平成 30年度に現地での立会が行なわれておりまして、その時には、先ほど副議

長おっしゃったとおり、信号機の間隔が近いからということで却下されておりまして、再

度、事故もあってるし、信号機の設置についてていうことで要望をお願いしたところ、や

はり同じ回答で、信号機の設置については警察のほうからは却下をされている状況でござ

います。副議長おっしゃられるような事故防止のサイン等に関しては、看板とか回転する

光で知らせるサインのようなものをつけるにしても、今現在カラーで色分けしてしている

状況で、看板それから光のサインについては、申請等の関係で今検討をしている状況では

ございます。ただ、県道敷きということもあり、県との協議、どういったものがつけるこ

とが可能なのかといったところまで含めて検討をしたいと思っております。 

○副議長（江口孝二君） 

ちょっと確認。信号機は公安委員会じゃなかと。 

○総務課防災係長（山口真二君） 

警察の交通課とまず協議をして、警察のほうから公安委員会のほうに話をしてもらうよ

うな流れになってはおります。 

○副議長（江口孝二君） 

それであれば、今の話では警察が駄目て言うたた、公安委員会にはいたとらんという判

断でよかわけ。警察は、要望があれば公安委員会に届くっとが当たり前じゃなかと。今の

あなたの説明では、警察が駄目て言うたと。悪かばってん、鹿島にも 30メーター以内でも

何か所もあいよね。ピオの通りなんかは。だから、交通安全協会費かすっぱったて金納め

よるわけでしょうが。もう少し強く要望してほしいと思います。これ言いません。 

○副町長（毎原哲也君） 

今の件につきましては、設置するか、あるいは交通事故が起こらないような方策が、警

察等と話し合って何らかの対応をとりたいというふうに思います。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

信号機がつけられんところは、波を作って車がこうスピードが出ないようにスピードを

抑制するようにしたりとか、ガタガタて音がするようにしたりとか、そういうのもあちこ

ちで見られるけん、そういう提案もしたらどうかなというふう思います。 
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○副町長（毎原哲也君） 

とにかく何らかの処置をできるようにしたいというふうに思います。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

よかですね、信号機のとはそいで。 

あとはカーブミラーは今町長が言いしゃったごと、早急に補正を組んででもよかけんが、

全部６か所ぐらいやったらしれとったいね。よろしくお願いします。 

ほかにありませんか。 

○久保委員 

カーブミラー、１基幾らばかいするとですか。 

○総務課防災係長（山口真二君） 

カーブミラーに関しましては、カーブミラーの大きさですね、60センチ、それから 80

センチ、あとは片側だけのシングルかダブルかによっても金額変わってきますけれども、

カーブミラー単体の物だけの金額で言えば、アクリルの 80 センチのダブルのカーブミラー

で約 10 万円。 

○久保委員 

そしたら、今あと残ってるのは６基ていうたらどっからかでも持ってきて、‥‥‥避け

るためには、これだけの 60 万くらい町長どうにかならんとですかね。予備費なんかを使っ

ても。あと不用額で 29万幾らしとっとでしょ。その辺はどうにか早く設置してやらんと。

起きてから、何かあっても行政ていうとは言うちゃ悪かけど、何か事故かなんか発生せん

とそこに着工しなかったりするでしょ。だから起こる前にそういう対策はしていただきた

いと思いますね。 

以上です。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

答弁はよかですか。 

○久保委員 

答弁はよかです。早くしてくださいということだけです。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

ほかにないですか。 

○松崎委員 

決算書の 64ページの議会費、よく分かんないんですけど、これの３番の職員手当等の中

に期末手当（議員）1,067 万 1,421 円とあるのは、これは以前の退職手当の分をずっと払

ってるんですか。払っているとすれば何名くらいいるのか。 

それと、その下の共済費のほうと金額が約 54万 3,000 円くらい違うんですけど、これが

どうして違うのか、その辺を。 
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○事務局長（今田 徹君） 

64 ページの職員手当の期末手当、議員さんの 1,067 万 1,421 円の分は、俗に言う 12月、

６月のボーナス。 

○松崎委員 

俺たちのボーナスだ。 

○事務局長（今田 徹君） 

 共済費は、給料から引かれている分です。 

○松崎委員 

 通常の。 

○事務局長（今田 徹君） 

 はい。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

よかですか、松崎さん。答えは。 

○松崎委員 

いや、こんなにあるのかなと。年間 100 万でしょ。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

あとから事務局にしっかりと聞いてください。 

○松崎委員 

はい。 

○事務局長（今田 徹君） 

11 人分ありますので。 

○田川委員 

行政実績報告書の 36ページ、上から５行目、生活交通路線維持補助金ということで、祐

徳バスさんのほうに 2,200 万ほどいっておりますけれど。昨年も実は 1,050 万くらいで、

前年からすると 240 万も上がっておりました。今年度は倍くらいなっておりますけれど。

これ去年何で上がったかということについては、距離当たりの経常費用が上がったからと

いうことだったと思いますけれど。簡単にこの補助金どうして金額が上がったのか御説明

してもらえますでしょうか。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

令和２年度の生活交通路線維持補助金について、おっしゃるとおり、前年度から２倍以

上になっております。その要因といたしましては、令和２年度につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大の影響により、運賃収入が減少したということが１点でございま

す。ちなみに、令和元年度が運賃収入 1,460 万ほど、そちらのほうが令和２年度 1,120 万
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ということで、約 340 万減少しとります。 

それともう１点は、昨年度も答弁したとおりになりますけど、キロ当たりの運行費用が

約 100 円程度、99 円ほど増加しております。この理由といたしましては、１点目が祐徳バ

スと祐徳自動車の経営統合に伴う人件費の増加。それと太良線がこれまでは県境まで運行

していたんですけど、令和２年度からは竹崎港まで運行することになりました。その分で

運行キロ数が 3.3 キロ延びたということで、その分の費用増ということで増加してるとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

○田川委員 

今説明によりますと、まずはコロナの影響で祐徳バスさんの運賃収入が減ったというこ

とと、祐徳バスと祐徳自動車が合併して、距離当たりの経常費用も上がった。また、終点

が竹崎になったことでキロ数が延びたということで。これは分かりやすく言うと、祐徳バ

スを鹿島から竹崎まで走らせて、祐徳バスさんとして赤字の分を鹿島市と太良町で営業距

離で割ると。そういったことでいいんですかね、考え方としては。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

委員御案内のとおりでございます。 

○田川委員 

それで、もともと経常経費というのは、祐徳バスさんの場合は、県内でいうと、例えば

昭和バスさんと唐津地区とかに比べると安いということは聞いておりました。それで、こ

れが上がってそういったものに近づいたのか分かりませんけど、これ以上上がるというこ

とも将来的には考えられるのかどうか。それはいかがでしょうか。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

県内６社ほど路線バスが運行しております。その中で、この太良線を運行している祐徳

自動車は４番目に安いところでございます。まあ中程度ということでございますけど。人

件費の増加と燃料費も徐々に高騰しておりますので、そういった費用は今後増加していく

かなというふうには見込んでいます。 

以上でございます。 

○竹下委員 

同じく生活交通路線の補助金についてですけれども。これ委員会資料の中でも補助金の

２ページのほうについてますけれども、先ほど説明がありましたように、昨年は 1,051 万

だったのが 2,286 万 9,000 円ということになってまして、1,000 万以上増加ということに

なっております。コロナで収入が減ったから増額になったという話ですけども、年間の
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2,200 万というのは非常に大きい金額かなというふうに思ってますし、コロナが拡大した

から運賃が上がったというようなことですけども、コロナが拡大してお客さんが少なくな

ったけんですね。もし、お客さんが戻ればまた元のとおりにという可能性もあるというこ

とでいいんですかね。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

この補助金の算定根拠といたしましては、本路線を運行するための経常費用がございま

して、その経常費用に対して運賃収入がございます。それを差し引いて、そしてまた国、

県の補助金もございますので、その国、県の補助金も差し引いた残りを、先ほども田川委

員から御案内がありましたとおり、当町と鹿島市で運行距離数で案分するというやり方に

なっております。ですので、運行収入が上がれば、その分経常損益が減りますので、補助

金自体も若干ではございますが減るというような仕組みでございます。 

以上でございます。 

○竹下委員 

ちなみに鹿島の負担金というのはどれくらいかなという。令和２年度の概略で結構です

けど。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

鹿島市については、距離割りになりますので、太良町が 17.6 キロ、鹿島市が 11.4 キロ、

これを案分しますので、約 1,400 万円程度だったと思っております。 

以上でございます。 

○竹下委員 

そしたらこの運営費につきましては、合計で 3,600 万円くらい年間かかっていることに

なるわけですよね。概略ですけど。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

正式な鹿島市負担分は 1,481 万 2,000 円でございまして、当町と合わせた分の 3,768 万

1,000 円を鹿島市さんと協調補助しているという状況でございます。 

以上でございます。 

○竹下委員 

３年で１億くらいになるというような計算になるというふうに思いますけども、これば

見たらですね。非常にコスト的に高いんじゃなかろうかというふうに思ってますけども。

その辺については鹿島市と十分に協議をして、どういう運営をしていくのかというのはぜ

ひ検討していただきたいというふうに思います。 



 13 

○議長（坂口久信君） 

今回コロナあたりでいろんな企業が逼迫したいなんかいろいろしとんね。その分に対し

て例えば国、県あたりからの補助あたりも入っているんじゃなかかなと思うわけね。その

分な例えば祐徳会社は加味しとるのかどうか。その辺だけ。あとはもうよかとばってん。

その辺はどがん加味しとっかなと。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

実際、このコロナに対する国の補助金等も間違いなく入ってます。今回のこのバス路線

については、令和２年度からは、この新型コロナで影響を受けた事業者の事業継続を支援

するためにということで県の補助金も入っております。そういったところもその他収入と

いうことで含めたところで経常損益を出したところで、鹿島市と太良町が補助していると

いうところでございます。 

以上でございます。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

ほかにありませんか。 

○久保委員 

この路線、平均乗車数は今幾らかな。 

○企画商工課商工係長（與猶正弘君） 

平均は出してないですけど、令和２年度の乗車人員が約３万 2,000 人。令和元年度が約

４万 7,000 人。平成 30年度も約４万 7,000 人という状況でございます。 

○久保委員 

１回の乗車人員。今、朝早くから来よんもんね。うちの前ばずっと通いしゃっけん分か

るけど。ほとんど乗っといしゃれんよ。 

それで、平均乗車率を聞きよっとやっけん。乗車数じゃなし。１台につき何人くらい乗

っているのか。それを何で言うかというと、生活交通路線維持費 2,286 万、それと去年か

ら始まったコミュニティバス、これが 1,250 万くらいあるんですけど、これと合わせたら

3,500 万になっですよね。それで、今走っているその祐徳バスさんの１回の乗車、太良町

内の乗車数が何人なのか。その辺の計算はできているのか。その辺が、朝何時から来るか、

７時頃から来よっですかね、１時間越しに来よっですよ。その回数を減らかしてよかっじ

ゃなかかなと。コミュニティとその辺のバスの走り具合を考えてみたらね。その辺の平均

の１日１台ずつの平均の乗車率は幾ら。そこんたいは計算しとらん。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

先ほど年間の乗車人数については係長が申し上げました３万 2,739 人でございます。毎
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日運行しとりますのでこの数字を 365 で割りますと、約１日 90名の利用になります。当該

路線については、１日平均、土、日と平日では運行便数が違いますけど、平均しますと 9.3

便になりますので、１台当たりの利用者は 9.6 人ということになります。当然始発の鹿島

バスセンターで乗られて鹿島市区間で降りられるという方も結構おられますので、太良町

だけの乗車人数というのはもっとこれよりも少ない数字となります。 

以上でございます。 

○久保委員 

その今 9.ていうのはおおって思うもんね。９人乗っとったら物すご多かバスの走りよっ

て思うわけですよ。それで、私が提案したいのは、太良町内だけの人員を調べてほしいの

と、時間的に何時のバスが利用者が多いのか。その辺が削除されるものであれば削除して

もいいんじゃないかと思うんですよ。何でかというたら、コミュニティバスのしょっちゅ

う走りよっですよね。毎日じゃないですけど。そして、大浦駅では２台そろって待っとい

しゃっときもあっです。そして連なって走よっときもあっです。そういうのも十分勘案し

て、その辺は予算的に削減できるところもあるんじゃなかろうかと思うとです。それはも

う町長の思いつきでコミュニティバスをして、してやったら町民さん喜んでいただいてお

りますが。この辺の試算、金額を知ったらやっぱり皆さんびっくりしんしゃったじゃない

ですかね。その辺は今後検討をしていただきたいというふうに思っておりますけども。い

かがでしょうか。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

当然検討を加える余地はあると考えとります。おっしゃるとおり、運行便数の見直し、

乗車人数が少ない時間帯の見直しとかの検討になるかと思いますけど、あくまでも祐徳自

動車という事業主体がございますので、あまりこちらの思いばかりを伝えても、運行事業

者が、あまりこちらがお金のことばかり言って補助金を減らすとなれば事業撤退というこ

ともあり得ますので、そこら辺については、まずは鹿島市とこちらとでそこら辺の協議を

して、それから祐徳自動車と話をしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○久保委員 

今撤退と言われましたけど、撤退した時点でどういうふうな利用者がどんだけ困られる

か。その辺まで検討して、コミュニティバスとの関係を考えてその辺はしていただければ。

今乗車料金幾らかね。100 円ね 200 円ね。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

200 円。65 歳以上が 100 円です。 

○久保委員 
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200 円取らんでよかごた計算になるとやなかかなと思うとですけどね。その辺はよう検

討してみてください。 

以上です。 

○田川委員 

さっき出ましたコミュニティバスについて聞きます。 

実績報告書の 35ページの真ん中ちょっと下ですね。コミュニティバス運行業務委託料と

いうことで 1,200 万ほど挙がっておりますけど。これは令和２年度は、バスを 1,000 万ほ

どで２台購入されて、バス停の整備をされて、500 万ほどですね。そして半年間、再耕庵

さんに業務委託したということだと思うんですが。まず概要といいますか、コミュニティ

バスを試験運行で６か月走らせたという令和２年だったと思うんですけれど、当初の見込

みと、６か月走らせて実際どうであったのかということからまず聞かせてもらえますか。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

昨年 10 月から試験運行を始めまして、２年度で申し上げますと半年間運行しとります。

その間の利用者数が 3,654 人です。一月平均で申し上げますと 609 人ということで、こち

らの見込みからすると若干少ない数字となっております。特に大浦校区だけで完結してし

まうバスが３路線ありますけど、その分について利用者が少ないという現状でございます

ので、何らかの方策を検討しなければならないかなというところで思っております。 

以上です。 

○田川委員 

それで、今当初の予定よりは利用者が少なかったと。特に大浦地区は少なかったという

ことですけど。この半年間というのは、試走されて、そこで本格導入が今年の４月からで

すのでそこに反映していくということだったと思うんですけれど。試走された後、どうい

ったことで本格運行のほうに反映されたのか。そこの点はいかがでしょうか。 

○企画商工課商工係長（與猶正弘君） 

試験運行を経まして、本格運行に向けて変更した点ですけれども。大浦地区に向かう最

終便が、今まで同時刻に試験運行期間中は出発しておりました。それをいろいろ意見を聞

いてみますと、ちょっとずらしてもらったほうがいいというような意見もありまして、５

分から 10 分程度ずらすような出発をして改善をしております。それと、大浦地区でおしま

いになって、その後回送で再耕庵タクシーに帰るんですけども。その便を何とか利用でき

ないかということで、大浦駅から役場行きの直通便を１便追加しております。 

以上です。 

○田川委員 

それで、約１年ほどたったと思うんですけれど、町民さんの声としてはどんなものが届
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いて、担当課としてどう分析されるのか。これについてはいかがでしょうか。 

○企画商工課商工係長（與猶正弘君） 

先日８月にアンケート調査をいたしまして、大概利用されている方についてはいい意見

ばかりでした。ありがたいとか助かっていますとかが多かったんで。やはり中には、朝の

便が早過ぎるとか、逆に帰りの便が遅すぎるとか、時間帯的な意見が結構ありました。当

然大浦地区のほうからも、太良に行く便を１往復増やしてほしいという意見もあっており

ます。主な意見は大体そういうとこです。 

○竹下委員 

報告書の 35ページの中ほどですけれども、イントラネットシステム更新業務委託料とい

うのが 1,518 万ほど挙がってます。これについては前年も挙がってまして、前年について

は 1,241 万 1,000 円ということで、276 万円ほど増額になってます。これについては昨年

も聞いたと思いますけれども、このイントラネットシステム自体の内容はどうなっている

のかお尋ねしたいというふうに思います。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

イントラネットシステムとは、インターネット技術をベースとした役場庁舎、それと大

浦支所や町立太良病院などの出先機関との情報通信を行うためのネットワークシステムの

ことでございます。太良町では、現在デスクネッツというグループウェアを使用して庁舎

内各課の情報共有、それと本庁舎と町立太良病院や大浦支所などの出先機関との情報共有

化を図るためにこのシステムを導入しているところでございます。 

以上でございます。 

○竹下委員 

昨年の説明では、大体パソコンに 130 台くらいのこのシステムに替えるということで、

その更新をするというようなことで、確か単年度でやるという話をされたかなと思ってる

んですけど、２年になってますよね。この理由をお尋ねしたいと思っています。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

令和２年度についてはパソコンじゃなくて、仮想サーバー、こちらの２台の更新と、無

停電電源装置、こちらのほうも２台の更新の委託料となっとります。 

以上でございます。 

○竹下委員 

サーバーを２台入れたのが主な契約金額ということになるわけですかね。昨年度を含め

れば、2,700 万くらいの金額になるんですよ。大変高額かなという気がしてますし、130

台の 2,700 万やったら１台 20万以上という計算になりますけれども。システム自体は各職
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場を回してということですけども、システム自体の主な働きどういう内容になっています

かね。通信をするというふうには思っているんですけど、どういう内容というか。 

○企画商工課企画情報係長（土橋久昭君） 

お答えします。 

まず、先ほど課長のほうから説明しましたデスクネッツの活用、庁内の情報共有の簡素

化を図るということです。それで、今仕事でいろいろデータを作成しておりますけども、

そういうデータを一括でそのサーバーのほうに置いて作業をしていると。ですので、パソ

コンに何か故障等々あってもデータはきちんとサーバーのほうに残っているから、データ

的にはきちっと残ってその後の対応もしっかりできるということと、あと、うちホームペ

ージも今作成して活用しておりますけども、そこら辺のホームページのデータ等々につい

てもそこのサーバーを活用してやっております 

以上です。 

○竹下委員 

データをサーバーで一括管理するシステムということで。 

○企画商工課企画情報係長（土橋久昭君） 

それも一つということです。 

○竹下委員 

それも一つ。そのほかにはどういう。どういうソフトの内容ですたいね。ソフトがどう

いう内容になっているかという。 

○企画商工課企画情報係長（土橋久昭君） 

あとはもう外部ですね。国とか県とかのメール送信とかですね。そこら辺の対応をして

おります。 

○竹下委員 

それは今までのソフト内でできとったわけですね。 

○企画商工課企画情報係長（土橋久昭君） 

ああそうですね。 

○竹下委員 

こっちにしたことによってのメリットは。 

○企画商工課企画情報係長（土橋久昭君） 

はい。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

この更新した理由が、当然こういった情報ネットワーク機器は耐用年数というのがござ

いまして、前回平成 26 年度に入れていた分がもう耐用年数を６年を経過したということで、

その入替えという内容でございます。 
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以上でございます。 

○副議長（江口孝二君） 

時間外についてお尋ねします。 

まず質問をする前に、おのおのの集約ていうですか、ちょっと見にくいというか。てい

うとは、総務課を例えますと、総務課はきれいに分けてあります、災害復旧の分と。ただ、

ＡからＥまでですかね、それとＧの人が総務課に在籍かと思いますけど、今度Ｆからいけ

ば、次のページＳからいけば、Ｓ１とＡとは合わんとですたいね。極端な言い方すれば、

Ｓ１の人は頭のＢて、時間外をこう合わせんぎにゃこい合わんとたいね。そこら辺が何で

見やすくしてもらえないのか。 

また、昨日本来聞かにゃいかんやったかもしれませんけど、私の場合は、予算書を基本

にします。そしたら、漁排は予算書の中では人員は１人ですよね。これが２人挙がってい

るんですよね。だからそこら辺は、人件費はその人間によってついていくと思いますので、

何でここで２挙がるのか。その超勤をしたとを時間外はどっちのほうに引っついていくと

かそこら辺も全く分かりませんので、そこら辺はまず統一ばしてほしいと思いますけどい

かがですかね。各課でおのおのされているのか、統一の様式があるのか。 

○総務課長（田中照海君） 

まず特別会計の件は、各会計でそれぞれで担当してますので、ちょっとすみません、漁

排の２については把握はできておりません。 

それから前段のＳの１でございます。これはもう今回の御存じのとおり災害の業務とい

うことでしておりまして、２ページ目のＳの１とかＳの２でいきますと、あまりにも７月、

９月が突出していた関係で、ほぼ類推できるなというのを総務課で検討しまして、今回ま

ではちょっとこういう表記でさせていただきたいということと、令和３年度については、

各担当で時時間外勤務の予算要求もしてますし、来年のこの決算については、各担当レベ

ルで表記をするということで、令和３年度決算の実績ではそれぞれ分かりやすく出てくる

のかなというのがちょっと考えて、今回災害復旧の分、Ｓの分でございますけど、こんな

形でさせていただいたということでございます。 

○副議長（江口孝二君） 

私が言いよっとは、この１ページ目のＡからありますよね、Ｉまで。これは総務課の普

通の分で、下のにきの課以外ていうとが普通の日常業務で応援を受けた時間外と思うわけ

ですよね。私そういうふうに解釈。ただ、このＳ１から６７番のところですかね、ありま

すけど、その分については災害復旧でされとるわけでしょ。だから私が言いよっとは、Ａ

とＳ１は合わせてもらえんとやろうかということですよ。同じ総務課の人間でしょ。見に

くく書いてあるわけですよ。 

それと本題に入っていきますけど、残業ていうとは労使協定があるのかないのか。また、
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日常、緊急時以外は上限とか月とか年で多分決められていると思いますけど、そこら辺は

どかんがなっとっとか、まずお尋ねします。 

○総務課庶務人事係長（田﨑哲次君） 

まず、時間外勤務手当の総務課の並び自体が、江口副議長の御指摘のとおり災害の並び

と若干ちょっとずれておりまして、見にくい部分となっているところでありまして。 

○副議長（江口孝二君） 

それはよかけん、次の。 

○総務課庶務人事係長（田﨑哲次君） 

もう一つ、課長の補足の分で、漁排の分に関して若干補足のほうで説明をさせてもらい

ます。 

人件費が漁排１名なんですけれども、漁排で時間外勤務手当が発生した場合に、応援を

受けたり、その係員の中で漁排に関して時間外をした場合にはこういった２名というよう

な状態も発生してまいります。 

時間外勤務手当の上限についてなんですけれども、通常１月 45時間で年間 360 時間てい

うような状態で時間外勤務手当の上限が定まっておりますけれども、時間外勤務手当の例

外につきまして、大規模災害等ていう分に関しましては上限が年間 720 時間ていうような

状態になっております。今回の豪雨災害のような状態が大規模災害等と、コロナの対策分

もこの大規模災害等に含まれまして、１か月 45 時間ていうような上限が外れてまいります。 

以上です。 

○副議長（江口孝二君） 

そしたら災害の場合は、もう上限は 200 時間でん 300 時間ででんよかという解釈でよか

っですかね。 

○総務課庶務人事係長（田﨑哲次君） 

大規模災害のときには上限がありません。 

○副議長（江口孝二君） 

私が持っとる資料は 80時間ていうとがうとうてあっとばってんですよ。だから、上限が

なかと言われればちょっとこれから先は。それと、何時間を半年間超えたら、１年のうち

６月超えたらいかんていうとの決まりのあっでしょうが。そがん言われれば私はもう次の

質問されんとたい。要は関係のなかてことでしょ。 

○総務課庶務人事係長（田﨑哲次君） 

江口副議長がおっしゃる１月 45 時間と１月 80時間と。80 時間の分が他律的業務を行っ

た職員に対しての時間の上限でありまして、他律的業務ていうとが、議会の対応や町民対

応など、他律的に繁忙となる期間が、財政課の予算関係とか税務課の確定申告関係のとで、

その他律的業務ていうときに対してその 80時間の上限が定まっておりまして、今回の大規
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模災害等につきましては上限が全くありません。 

以上です。 

○副議長（江口孝二君） 

そしたら本題に入る前に、年間の 720 時間て私は記憶しとっとですけど、それも関係な

かわけですか。 

○総務課庶務人事係長（田﨑哲次君） 

年間の 720 時間は、先ほど申し上げました他律的業務を行っている職員に対しての年間

の時間外勤務手当の上限時間です。 

 以上です。 

○副町長（毎原哲也君） 

もう一つその組合との取り決めです。これはありません。 

○副議長（江口孝二君） 

そしたら、大体時間外は管理者がお願いしてするべきもんですよね。それはそういうふ

うなシステムにまずなっとっとか。ていうとは、各課見ますと、物すごく 100 時間幾らか

しとるばってん、ある同じ課におってゼロていうともあっですよね、中を見ると。そした

ら言いやすか人だけ課長さんはお願いして、言いにっかもんにはしとらんとかと。健康管

理からいたて、やっぱり平等にしてもらわんと。だから、これを見ても分かっでしょうが、

総務課にしてみても。こう開きのあっでしょ。そこら辺は、ここ管理者の人が何人かおら

すばってんが、どのようにお願いしよらすとか。 

○総務課長（田中照海君） 

今おっしゃった個人に応じて業務の上下ていうか過重があるかどうかていう判断につい

ては、業務についての管理を全体的に行う上で、例えば今日はこの人に、３日後にはこの

人というそういう業務管理は課長が一応してまして、決して個人的に業務が偏るというよ

うな認識はしておりません。 

○副議長（江口孝二君） 

災害復旧の場合ば言いよっとですよ。67 名までがあったと思いますけど。そいでも物す

ご多か人と少なか人とおるわけよね。だから職員さん何人おられるか知らんばってん、こ

こら辺は町全体で抱え込む、協力してするべきもんて思うとばってんですよ。そこら辺は

何かこいでは読み取れんけんですね。 

○総務課長（田中照海君） 

災害復旧のほうで、例えば建設課とか農林水産課とかどうしても短期間に集中する業務

と、名簿に載っていたいわゆる避難所運営応援職員ていうことでその方たちの分も載って

ますので、避難所については総務課が差配をしますけど、ずっと職員の順番一覧表を作っ

て順番どおりに当てておりますので、その差が出てくるというのはちょっといま一つ、現
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業とまた別な業務があるということで認識をお願いしたいと思います。 

○副町長（毎原哲也君） 

だから、公務員となった以上は、大災害とか手におえないような天災とかそういうのや

ってきたときは不眠不休でやるという覚悟で多分皆さん公務員になってるていう認識でお

ります。だから、全く時間の上限とかそういうのはもう外れてしまうということで御認識

をお願いしたいと思います。 

○副議長（江口孝二君） 

今の答弁は、我が身は殺してでん仕事ばせろていうことたいね。 

○副町長（毎原哲也君） 

おのずと限度がありますので、それは管理職がちょっと休めとかいろんな差配はすると

思いますけども、原則、工事とか災害の応対が終わるまではやり抜かんといかんという使

命になっているていうことでございます。 

○副議長（江口孝二君） 

確認ばってんが、管理者がお願いするわけよね。こい建設課の時にまた聞くばってんが、

建設課は環境水道課から１人借って 100 何時間されとるですよね。そしたら、環境水道課

の課長さんと同士の話合いは当然でけとるていう認識でよかわけですよね。 

○副町長（毎原哲也君） 

そうです。 

○副議長（江口孝二君） 

そいから先は建設課の時に聞きます。 

○田川委員 

行政実績報告書の 39ページ、マイナンバーカードですね。令和２年度末で 1,504 枚とい

うことで交付枚数出とりますけど、２年度末での普及率、それと直近での普及率、また県

内の平均どのくらいになっているのか。まずはその３点。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

お答えいたします。 

マイナンバーカードの交付率ですけれども、最新のデータで太良町は 25.9％になります。

佐賀県平均は 37.0 でございます。 

２年度末では太良町では 17.3％でございます。 

○田川委員 

２年度末からすると直近で 25.9 ということで少し伸びてきているなということですけ

れど、まだまだ県内平均、全国平均も大体そんなもんですので、まだまだだなと思ってい

ます。ちなみに、全国で１番は石川県の加賀市ですね、68％。こい８月１日現在で。加賀

市はスマートシティを目指してらっしゃいますので、その関係で、買い物券をやられます
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ので、5,000 円分ですね、これ申請したら。そういう関係で伸びてると思います。それで、

昨日実は病院の事業会計をやった時に、病院のほうでこのマイナンバーカードが保険証の

代わりになるということを今年度 10月からやるということでしたけど。こういったふうに

マイナンバーカードを利用できる範囲ていうのがこれからいろんな方面でできるんじゃな

いかと思いますけど。その保険証以外にどういった面で使い勝手がよくなるのか。そこ分

かりましたら教えてもらえませんか。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

マイナンバーカードにつきましては、まだこれといった決め手になる使い道が見えてな

くて、申込者数がそれほど多くないという現状ではございます。先ほど御案内されたとお

りに保険証ですね、これはもっと早くに保険証代わりになる予定でございましたけれども、

国のほうがちょっとシステム的につまづいたかどうか分からないんですけど、ちょっと後

回しになってしまっております。それがスタートしたとしても、各病院がそのマイナンバ

ーカードに対応しないときちんと動かないという問題で、それもまた一つのハードルでは

あります。なかなかマイナンバーカード登録につきましては 5,000 円のマイナポイントつ

けてから普及を促進をしておりましたけれども、それもなかなか伸びないという状況でご

ざいます。今現在は、確定申告のｅ－Ｔａｘで使えるとかありますけれども。あとは今朝

のニュースを見ると、マイナンバーカードを使ってワクチン接種済みの証明に使う基盤に

使いたいという報道もあっておりました。使い方によってはいろんな使い道がありますけ

れども、なかなか普及が進まない状況でございますので、どこまで実現できるかというと

ころでございますけれども、国の方針でございますので、これからどんどんほかにも使い

勝手がある、免許証と合体させるとかいう話もありますで、そういったのもありますので

推進をしていきたいというふうには思っておるところでございます。 

以上です。 

○田川委員 

その中、担当課として今後このマイナンバーカードの普及をさせていくために町内、町

民の方に申請してもらうためにどういうふうに啓蒙普及していきたいのか。どういった計

画なのか。それについてはいかがでしょうか。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

マイナンバーカード普及につきましては、いろいろとハードルがございます。特に太良

町の場合は高齢化が進んでおりまして、マイナンバーカード作ろうて思って来たけれど、

中身を説明したら、ああもうやぐらしかもうよかとかて言って帰られるお客さんも少なく

ございません。そういった中で、担当がなるべく分かりやすいように説明してるところで

ございますけれども。今一つ障害になっているのが、せっかく申請をしてはもらったんで

すけれど、取りに来てくださらない。取りに来てくださらないとなかなか交付率として上
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がってこない、そういう問題が一つあります。郵送で送りつければいいじゃないかという

感じで私も最初思ったんですが、実は実際本人が来ていただいて、その場で暗証番号を設

定をしないと渡せないというハードルがございます。そういったところから取扱いを考え

直して、申請時にもうマイナンバーの暗証番号を決めていただいてから、そしてお帰りい

ただいて、そして出来上がったら町のほうで暗証番号を入力させていただいて、そして本

人宛てに書留か何かでお送りするという形に変えれば、郵便料自体はちょっとかかります

けれど、交付率は上がっていくのかなということで、今担当のほうで内部で検討をしてお

ります。そんな形でいろいろと工夫をしようとは思っておるとこでございます。 

以上です。 

○山口委員 

さっきのイントラネットの更新の仕組みについてちょっと質問なんですけども。これ

1,500 万ていうことで、前からと合わせると 2,700 万くらいかかっていて、これ１回役場

のイントラシステムと呼ばれるもののこれのシステム構成図ていうのをベンダーからもら

っていると思うんで、それをちょっと１回共有してもらってもいいですか。お願いします。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

質疑がないので、質疑を終了したいと思います。 

入替えのため、暫時休憩いたします。 

 

 

午前10時47分 休憩 

午前10時59分 再開 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

休憩を閉じ、直ちに会議を再開いたします。 

 

 

民生費、衛生費について 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 次に、民生費と衛生費で、決算書の 95 ページから 128 ページまで、行政実績報告書では

39 ページから 51ページまでを審議いたします。 

 行政実績について、関係課の概要説明を求めます。 
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○町民福祉課長（津岡徳康君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○健康増進課長（野田初美君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○環境水道課長（川﨑和久君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 説明が終わりましたので、これより質疑に入りたいと思います。 

質疑の方ありませんか。 

○田川委員 

行政実績報告書 40ページ、②の老人福祉総務費の中の上から２番目、高齢者福祉計画策

定業務委託料ていうことで３年間の計画を決めていると思いますけれど、200 万ほど挙が

っていますけど。まず委託先はどこか。この計画書はどういう計画書なのか。これからま

ずお伺い‥‥‥。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

お答えします。 

委託業者は株式会社ぎょうせいでございます。 

内容につきましては、老人福祉行政の全般的な内容。特にこれから高齢化が進んでいっ

て、太良町がなかなか地域的に力が衰えていくのではないかというような懸念もあります

ので、なるべくお年寄りでも現役の活躍ができるようなそんな場、また地域包括ケアと申

しまして、太良町全体で高齢者を見守っていくような制度、いうようなものを目指すとい

うな形での計画づくりでございます。 

以上でございます。 

○田川委員 

太良町の高齢者福祉計画、これ 2023 ですよね。令和３年３月に出しておられますけれど。

これは３年ごとに見直して出されていると思いますが。これは 2020 と 2023 を私も読ませ

てもらいました。一つちょっと腑に落ちないところがあるんですよ。といいますのは、人

口を説明しているところで、これ３年に１回これ作り直すのに、国調の人口を基に話をさ

れているんですね。国調というのは５年に１回ですよね。直近でいいますと 2015 年と 2020

年とかですね、５年ごとですけど。これどうしてこうなったのかて思って、私も何かわけ

があるのかなと思って、近隣の鹿島市ですとか、また白石、大町調べてみました。でもや

はり、それこそが、鹿島市さんは、やっぱり住民基本台帳から取っておられます。白石も

そうです。大町は、杵藤の広域圏の組合のデータから取っておられます。太良町で、国調

の５年ごとのデータを使ったというのは何か意図があるのか。ここはどうなんですか。 
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○町民福祉課長（津岡徳康君） 

お答えいたします。 

国勢調査の人口というのは、実際に太良町にお住いの方の数をカウントする統計でござ

います。住民基本台帳人口というのは、住民票が置いてあったらそれをカウントする。つ

まり、本当に住んでいてもいなくても数としては上がってくるという誤差がございます。

数値的な角度から申しますと国勢調査人口のほうが角度が高いということから、多少デー

タが古くなってはおりますけれども、その数字を使わせていただいたという経緯がござい

ます。これにつきましては、どの数字を用いるかというのはその時々の判断でありますの

でどれが正しいということはないと思いますし、田川委員の御指摘のとおり、そんな古い

データよりもというお考えもあると思いますけれども、そういった形で今回の計画は作ら

せていただいたというものでございます。 

以上です。 

○田川委員 

そしたら、これからもその国調のほうの人口ベースでいかれるということでいいですか。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

今回の計画につきましてはそれで作りましたけれども、今、田川委員さんからも御指摘

がございましたとおり変動する数値でございますので、他の市町の数値の捉え方を参考に

させていただいて、検討をさせていただきたいと思います。正直申し上げまして、住民基

本台帳よりも国勢調査のほうが数字として角度が高いというだけの理由で使わせていただ

いたという経緯がございます。 

以上です。 

○副議長（江口孝二君） 

実績報告書の 50ページ、野犬対策費について。実際こういう対策をしてありますので野

犬は確かに減っておりますけど、その代わりに飼い猫の被害が相当数あります。苦情等を

受けますから。何かその対策をぜひお願いしたいと思うとですけど。そういう被害状況と

かなんとか相談事は町のほうにはあっていますか。 

○環境水道課長（川﨑和久君） 

お答えいたします。 

業務を行う中で、町民の方から猫に関する相談など電話で多数お受けし、担当が現地に

出向いて状況確認などを行っている状況でございます。猫については犬と違い、飼われて

いるかどうか首輪で判断することもできませんし、捕獲もできない状況ではありますので、

担当においては広報紙などで適正な飼い方、または接し方の啓発を行っている状況でござ

います。今後、近隣の自治体で同じような問題で対応された事例もあると思いますので、

参考にさせていだきながら今後対応したいと思います。 



 26 

以上でございます。 

○副議長（江口孝二君） 

できれば、飼い主さんがおっとかおらんとか分かりませんけど、捕獲して、避妊とかな

んとかで増やさないように。実は私の隣にも 50匹くらいいるんですよ。ふんとかなんとか

で困っている状況でもあるし、栄町でも何か所かありますので、ぜひそこら辺は検討して

いただいて、今年度でけんでも来年度からでもそういう予防対策のほうを取上げてもらえ

ばいいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ来年度は予算化をしてもらって、対策

費用を計上してもらえばと思いますけど、いかがでしょうか。これは副町長のほうにお尋

ねします。 

○副町長（毎原哲也君） 

お答えします。 

これについては、鹿島市の市議の方からもちょっと要請に来られて、その方には一応ち

ょっと考えさせてくださいというお答えはしてるんですが、来年度にその対策予算をつけ

るべきかなということで今課長のほうにも言っとりますので、そういう対応でいきたいと

いうふうに思います。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

そいでよかですか。答弁は。 

○副議長（江口孝二君） 

はい、よかです。 

ついでに同じページですが、塵芥処理費のところで。今産業廃棄物の不法投棄、これさ

れた方が福岡県の方ですけど、三里と御手水の下、２か所に相当数の廃棄物を投棄されて

おります。この人は警察のほうで犯人は特定されておられるということですけど、その処

理はどのようになっているのか。 

それと、対策としてどのように考えておられるのかお尋ねします。 

○環境水道課長（川﨑和久君） 

お答えします。 

処理につきましては、クリーンセンターのほうに臨時処理という形で行ってもらってる

ところが現状でございます。 

対応といたしましては、町内にも佐賀県の廃棄物監視員さんが７名在籍していらっしゃ

いまして、その方たちも含めたところで町としてもパトロールなりをしていただいている

ところでございます。それで不法投棄などされるところがあったら看板などを立てて、そ

ういった不法投棄をされないような対策を行っているところでございます。 

以上でございます。 

○環境水道課環境係長（池田直道君） 
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課長の補足をいたします。 

江口副議長の御指摘の御手水、三里につきましては産業廃棄物に該当します。ですので、

課長ちょっと御説明があったのが一般廃棄物の家電とかそういった物に関してなんですけ

ども、御手水、三里につきましては、県、警察、今協議されていますので、あと個人さん

との業者さんとのやり取りもありますので、私的なやり取りで処分をされるのかなという

ふうに考えております。 

○副議長（江口孝二君） 

町のほうも把握されておられますので。ただ、量的に多くて、まして県外、福岡県から

来て、そういう状況であるけん、今後、町は山間も多かし、パトロールするにしてもなか

なか難しいとは思うとですけどね。やっぱりそこら辺は、県外ナンバーとかば何か対策を

練ってもらって、確かに監視員さんはおられるかもしれませんけど、それは日中のはずや

っけんですよ。やっぱり捨てよっとは夜のはずですもんね。誰も知らんけんで。だからあ

まりにも悪質で、警察のほうはその元請けのほうに着手するという話を聞いとっとですけ

ど、それも時間がかかると思いますので。できれば巡回等を増やして対策を取ってもらえ

ばと思います。答弁はいらんです。 

○竹下委員 

報告書の 41ページですけども、後期高齢者の医療広域連合の負担金ていうのが一番上に

計上されております。金額にして１億 4,600 万ほどですけれども。昨年と比べて 200 万弱

くらい増えておりますけれども。この後期高齢者の医療費の負担金については、特別会計

で払うような性格ではなかろうかというふうに思うんですけれども。これについてはいか

がでしょうか。 

○健康増進課長（野田初美君） 

お答えいたします。 

すみません、その件に関しましては、今日係長同席しておりませんで、改めましてこの

特別会計の負担金と一般会計に入っている負担金に関しては、確認しましてお答えしたい

と思います。申し訳ございません。 

○竹下委員 

後期高齢者の医療の広域連合納付金というのがあるんですけど、これについては特別会

計のほうで支払いをされているんですよ。納付金と負担金というのは同じような性格な予

算かなというふうに思ってますので。どちらで払ってもいいのはいいと思うんですけど、

特別会計のほうがよりいいのかなというように思いますので‥‥‥よろしくお願いします。 

○健康増進課長（野田初美君） 

多分支出される項目によって一般と特会との振り分けがなされているかと思いますので、

確実なところを確認いたしまして、後だって回答させていただきます。申し訳ございませ
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ん。 

○決算審査特別副委員長（所賀 君） 

報告書の 45ぺージ見てみますと、先ほど説明ございましたが、この工事明細で、油津児

童館の解体工事 288 万 8,800 円やりましたという報告ですが。あそこ相当広い町有地でし

て、そのままほったらかすとまた草ボーボーかなという観点から、今後のあそこの町有地

の利活用をどのように考えておられるか。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

お答えします。 

未着手でございます。あの土地をどう使うかにつきましては、いまだどういった形です

るのかというのは決まっていません。旧油津児童遊園地敷地部分につきましては、シルバ

ー人材センターに委託をして、草払いを年に数回してもらってますけれども。元児童館が

建っていたところ、撤去したところにつきましては、まだシルバー人材センターのほうに

そこまで草払いしてねていうふうにお願いしていないので、荒れてくる可能性があるかな

と思っております。一昨年の水害の時に残土処分場にした経緯もございますので、そのま

まにもしてはおけないのかなとは思っておりますが、申し訳ございません、今のところは

そういった形で未着手でございます。 

以上です。 

○決算審査特別副委員長（所賀 君） 

町長にお尋ねしたいですが、前岩島町長の時にこのことで質問した折に、独居老人の例

えば長屋だとかそういったことも考えられんこともなかなていう話の中で、質問の中で、

あの角からテニスコートのところまで橋を架ければどうかと。すると、ずうっと行ってパ

ラペット行って太良嶽神社から油津の漁協のところまで橋を架ければどうかという話をさ

せていただいた時に、コスト的にも相当かかるし、沿岸道路の件との兼ね合いもあるし、

今のところはっきりしたもちろん回答はありませんでしたが、これは相当長い目で見なが

ら検討せんぎいかんなという返事をいただいたと思います。今後のあそこの利用、活用を

その橋を架けるという構想も考えながら、町長のお考えがどうかなてお尋ねしたいと思い

ます。 

○町長（永淵孝幸君） 

当時、岩島町長の時もそういう話があって、橋を架けるにしても、そいだけ経費をかけ

て、誰がどのくらい通るのかというふうなことで、あとの維持管理含めてとても無理じゃ

ろうというなことで多分断念されたと思います。そして、あとあそこを利活用についてど

ういうふうにするかという中で、今町の公有財産検討委員会もありますので、そういった

ところで話を今後出してもらって、いろいろその長屋とか何か造っても、海岸べたにある

わけですね。そういう台風とかなんかのごたっときを考えれば、今の状態で造ったって駄
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目だと私は思うわけですよ。するならもっとかさ上げしてやっていかんと駄目だろうと。

ですから、今は、去年そこに災害の残土処分をしたというなことがありますので、そうい

ったところにまず残土処分ていっときして、もう少しかさ上げしながら利活用を検討して

いくべきじゃないかと。今のところはあのパラペットからかなり低っかけんですね。台風

等で上がってくれば、そういう危険性もあるところに老人の長屋とかなんかは多分無理じ

ゃないかなと。私もそこは考えておりません。ですから、まずは利活用については検討委

員会でしてもらって、残土処分についてはうちのほうも結構ないもんですから、そういっ

たところに埋めていってかさ上げしていこうかなという思いはしております。 

以上です。 

○決算審査特別副委員長（所賀 君） 

あの土地は太良嶽神社がありまして、本来ですと、11、12 日と秋祭りがあったはずなん

ですが、去年、今年、コロナによって中止されております。そこは必ずその祭りのときに

多くの方があそこに集まって広場で食事をされたりとかありますので、できたらあそこの

環境をもっとよくすればなというふうに思いますので。ぜひ環境整備について、跡と一緒

に検討しながら進めていただきたいと思いますので。答弁はいりません。 

○田川委員 

実績報告書の 43ページ、上から２番目、生活支援体制整備事業の委託料ということで

1,600 万挙がっております。昨年も挙がっておりますけど、これ社協さんのほうに委託さ

れているということで。これ予算書見ても、委託料 1,600 万ていうことだけしか載ってな

いもんで、この 1,600 万の内訳ですよね。人件費が幾らで事業費が幾らとか。そういった

ものをまずは教えていただきたいんですが。 

○町民福祉課地域包括支援センター係長（永石貴子君） 

先ほどの田川委員の御質問にお答えします。 

生活体制整備事業の委託料の 1,600 万でございますが、確かにその事業を委託している

先の主要メンバーであるサポーターの方たちの人件費ていうのがほとんどではございます

けれども、人件費を受けるからには、いろいろな町民の高齢者の問題を引き上げて、それ

を定期的に検討していくということを綿密にしていただいております。それに伴い、会議

の内容を必ず報告して、それを審議するということが繰り返されておりますので、昨年、

令和２年度にたくさんのことを取り組んで実現できております。１つ目が介護予防教室の

効果の測定。２つ目が大浦地区介護予防教室、ころばん塾の新規の立ち上げ。３つ目が太

良町ウォーキングスタンプラリーのイベントの開催ていうことで、ＳＡＧＡＴＯＣＯアプ

リを活用したイベントを実施しております。それと４番目に、独居認知症通院支援という

ことで、これは試行的な支援でございますけれども、１名の方をサポートするていうこと

を継続していただいております。それから５番目に買い物代行支援ということで、これも
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実証実験をしていただいております。それから６番目に山間部地区の合同交流の場という

ことで、山間地区の公民館としおさい館を活用して、山間部の複数地区の住民らが集まる

定期の交流会を開催していただいております。そのような複数の事業を展開していただい

て、実績として報告を受けております。 

以上でございます。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

すみません、補足でございます。 

少し御質問の主旨からちょっと外れた答弁で申し訳ないです。1,600 万の内訳でござい

ますけれども、正職員１名と非正規の職員２名の人件費にほぼ充たっている状況でござい

ます。 

事業の内容は先ほど係長が申し上げたとおりソフト事業でございますので、事業費自体

にはそれほど多くかかっていなくて、どちらかというと会議や知能労働のほうに時間と労

力が割かれているというものでございます。 

以上でございます。 

○田川委員 

主に人件費、正職員が１名と非正規の２名と合計３名の人件費で、事業費にはそんなに

割かれていないソフト事業ということで、先ほど担当の方からころばん塾とか大浦公民館

で行われておりますけども、買い物代行ですとかやっておられるということで。これ総合

事業の中の一つの柱だと思うんですけれど。なかなかそのソフト事業といわれることで、

中身がこう見えてこないというか、私もこうやって聞いて初めてああそういうことやって

いるのかと。何かこう、じゃあ 1,600 万かけてソフト事業やりました。じゃあそれはどこ

か発表の場といいますか、何かペーパーになっているというか、まとめが、その年度の、

どういうことやったとか。そういうのはどうなっていますか。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

生活支援体制整備事業につきましては、各町内の福祉関係や医療関係の方々、あと関係

団体の代表の方を募って、太良町を包括的に福祉の町としていくためにはどんなものが必

要なのか、そして何が不足しているのか、その不足しているのをどうやって補っていくの

かていうのを会議の中で明らかにしていく作業が今どんどん進められていて、今話題の中

心が認知症になっているところでございます。認知症の対応。なかなか地域包括ケアシス

テムの実現ていうのは、老人福祉計画のほうにも書いておりますけれども、なかなか難し

い問題でございます。何をすれば全きを得るものというものではなくて、いろんなものを

散りばめながらできることからやっていくしかないという中でやっていくということでご

ざいます。委員御指摘のとおり、なかなか成果として 1,600 万もかけて見えないじゃない

かという御指摘は非常にじくじたるものがございますけれども、確かにそのとおりではな
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いのかとは思っております。ただ、この取り組みは地域包括支援センターの業務として、

国、県の指導の下、必ずしなければならない仕事でございます。そのために、財源も杵藤

地区の広域市町村圏組合から満額もらって事業を実施しておるものでございます。成果は

なかなか見えないではございますけれども御理解をいただきまして、もう少し成果が見え

るように。コミュニティバスの中身の検討だとか、そういったところまでも含めた形でい

ろいろ取り組んでいただいております。何とか御理解をいただければと思うところでござ

います。 

以上です。 

○田川委員 

いろいろ生活支援コーディネーターを３人雇って、協議体を作ってと。第１層、第２層、

第３層とかやっておられますよね。いろんな自治体。やっておられますよ。それ僕が言い

たいのは、そういうのもちろんやるべきことですからやると。それがなかなか僕たちが何

をやっているのかていうのが分からないと。例えばある市町やったら、生活支援整備事業

をやったことをホームページに載せておられますよね。そういったことですよ。そういっ

たことを成果なかなか出ないとおっしゃいますけれど、こういうことやっていますという

のが私たちになかなか分からないという問題なんです、私が言いたいのは。そういうのを

別にそれはペーパーでも何でもいいですよ、印刷物なんでも、分かりやすく。だって決算

の場でこれですよ、決算の場で。何も分からないじゃないですか。私たちが分からないん

ですから、町民の方は全く分かりませんよ。そういったものも一つ考えてもらいたいとい

うことで。それについてはどう思いますか。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

お答えいたします。 

御指摘のとおりでございますので、申し上げていただいた件につきましては対応いたし

ますように努力をいたしたいと思っております。 

以上でございます。 

○山口委員 

行政実績報告書の 51ページ、し尿処理費について、鹿島藤津地区衛生施設組合負担金

8,000 万ですね。これはどういうふうに算出されてるのかていうのと、あそこの処理場の

運営費みたいなものに充てられてるのか。その辺。 

○環境水道課長（川﨑和久君） 

お答えいたします。 

この負担金の内訳につきましては、そこに従事する職員の人件費と施設の光熱費、委託

料、修繕料などが主にその負担金の内容となっております。基本的に先ほど議員おっしゃ

られました運営費でございます。 
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○山口委員 

そしたらあそこの処理場の運営費、施設と人件費ともろもろで 8,000 万ていうことです

よね。これ鹿島藤津地区ていうことなので、鹿島藤津地区全てのし尿を集めているという

理解でいいんですか。 

○環境水道課長（川﨑和久君） 

お答えいたします。 

鹿島、嬉野、太良の２市１町でのし尿を、鹿島と嬉野につきましては第１処理場て鹿島

市にある処理場で処理を行われておりまして、太良町につきましては第２処理場のほうに

集めて処理を行っているところでございます。 

以上でございます。 

○山口委員 

実際これ今、業務委託みたいな感じでやられている。 

○環境水道課長（川﨑和久君） 

お答えいたします。 

太良の第２処理場については、鹿島藤津地区衛生施設組合のほうから職員が派遣されて

業務を行っております。 

○松崎委員 

行政実績報告書の 46ページ。まず、③の児童措置費。これで見ると、太良町は上から３

つで約百七十五、六名で‥‥‥でいって２億。それで、旭ケ丘以下、これが約二十三、四

名で 3,900 万。１人当たりでいくと、太良の場合は 110 万くらいの見当になるんですよね、

大ざっぱに言って。それで、ほかのこの鹿島、今はないでしょうけど白石までの実績を含

めるとこれ百四、五十万になるんです。何でこんなに差があるんですかね。それが１点。

50 万くらい差がある。 

それとその下の給付費の明朗幼稚園は行ってないのに、何か知らんけど給付費負担金を

払っている。その下のカトリックもそう。東与賀もそうですね。子供が行ってないところ

に払っているこの理由。 

それともう１点は、ついでに言いますけど、先ほどの旭ケ丘からみのりまでのあれで、

去年だったかな、母親が保母さんやっているからそのところに勤めてるから、太良じゃな

くてその勤めているところの保育園に行ってるていうことは聞いたんですよね。今現状で、

保母としてやってるところは何件あるのか。それだけ教えてください。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

お答えいたします。 

なぜ町内と町外で１人当たりの単価が違うのかという御質問につきましては、預ける子

供さんの年齢によりまして保育料は変わってまいります。ですので、例えば鹿島のほうで
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ゼロ歳児を預けたりしたら保育料は上がるということでございますので、その預ける子供

さんの年齢によってばらけてしまいますので、この結果につきましては、どちらかという

と偶然的に鹿島のほうが高くなっているだけというふうに思っております。１人当たりの

子供を預ける費用につきましては、年齢によって、どこの保育園に預けようが町の負担金

は同じでございます。 

それと２点目の施設型給付金とのころで、行っていないのに負担金が発生しているのは

なぜかというのは、これ東与賀幼稚園のことでございますでしょうか。 

○松崎委員 

いや、明朗幼稚園、ふたば、カトリック、東与賀、４園とも上に載ってないから。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

施設型給付費のほうは認定こども園と申しまして、幼稚園部分と保育園部分が共存して

一つの施設になっています。明朗幼稚園は教育はゼロですけれど保育に１人いる。ふたば

こども園もそんな感じで、教育と保育どちらかがゼロでもどちらかがいらっしゃったら負

担金は発生するというものでございますので、明朗、ふたば、鹿島カトリックにつきまし

ては、誰も行ってないわけではないという御認識でお願いしたいと思います。あと東与賀

幼稚園は、この数字が４月当初と３月末の数字しか挙げておりませんので、その中途のと

ころで入園されているというところでこの表の中には数字は挙がってきてないですけれど、

負担金としては金額が５月、６月分で発生しているという御理解でお願いいたします。 

あと３点目の保育所運営委託料の中で、町外に子供さんを預けている人のうち、他の保

育園の保母さんをされている方が何人今いらっしゃるかていうことにつきましては、ちょ

っとすみません、把握ができておりません。町外のほうに保育をされるのは、確かにその

保育園にお勤めである保母さんだからということもありますけれども、例えば職場が鹿島

市だったりとか、あと佐賀とか有明とかあっちの方面とかに通勤途中に預けることが可能

だということで町外の保育所を選ばれる保護者様もいらっしゃるということですので、一

概に保母さんだから町外に預けるということではなくて、自分の生活の行動範囲の中で保

育所を選ばれているというふうに御理解いただければと思います。 

以上です。 

○松崎委員 

だから、今そのあれが何名、この中で、今現在で 24 名くらいかな、このデータでいくと。

そのうち例えば６名なのか７名なのか。その生活基盤が、例えば極端に言えば江北にある

から途中で降ろしていって、それでやってるということでしょ。それが何名いるのか。大

したあれじゃないけど。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

広域入所の旭ケ丘からみのり保育園までに預ける方が町外にどれくらいお仕事に行って
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られるかということですかね。それぞれの御事情があるので、ちょっとそこまできちんと

今の段階では。入所申込みを全部調べれば分かるんですけれど、ちょっと申し訳ございま

せん。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

よかですか、松崎さん。 

○田川委員 

報告書の 43ページ。真ん中ほどの訪問型サービス事業委託料ていうことで、訪問型サー

ビスＢですね、利用者３名ていうことで 58万くらい挙がっております。訪問型サービスに

つきましては、住民主体による生活支援サービスの提供ということになると思いますけれ

ど。まずその委託先ですね、実施団体はどこなのか。 

○町民福祉課地域包括支援センター係長（永石貴子君） 

田川委員の御質問に回答いたします。 

委託先は太良町社会福祉協議会になっております。 

○田川委員 

社協さんということでした。それで利用者が３名となっておりますけれど、延べの利用

回数ていうのは何回なんでしょうか。 

○町民福祉課地域包括支援センター係長（永石貴子君） 

すみません、今手元に３名の実数しか用意しておりません。延べ数は今手元にございま

せんので後ほど。 

○田川委員 

質問変えますけど、この利用者３名という方がいらっしゃって、この人が複数回利用さ

れてるってことで‥‥‥１年間。どうなんですか。 

○町民福祉課地域包括支援センター係長（永石貴子君） 

複数回その方たちが利用されています。 

○田川委員 

あとそのさっき内容を聞くのを忘れました。さっきのその内容。 

○町民福祉課地域包括支援センター係長（永石貴子君） 

サービスの内容ですけれども、お答えいたします。 

サービスの内容は、まず、当該利用者この３名の方に自宅において掃除、買い物、洗濯、

ごみ出し、そのほかの生活支援で、地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメン

トによって行われるものでございます。ですから先ほど御説明いたしましたように、主に

掃除、買い物、洗濯、ごみ出しが主たる内容になっております。 

○山口委員 

46 ページ。さっきの保育園の話なんですけども。今現在太良町で待機児童ていうのは。 
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○町民福祉課長（津岡徳康君） 

お答えいたします。 

待機児童は今のところ確認しておりません。 

以上です。 

○山口委員 

この前、待機児童ていうか、入れないような話を聞いたことがあって、ちょっと私もあ

んまり深くは聞きそびれてたんですけども。定員に空きがないわけじゃないけれども、フ

ルで受け入れができないていうか、ちょっとどこまでが、今の現状はどうなのか。実際定

員が 50 名とか 60名に対して 29 人とか 32人ていうことですけども。これただ単純に子供

が少ないから入ってないのか、それとも保育園としてのキャパが、例えば保育士さんの数

が足りてないとか、そういうところがあるのかどうか。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

お答えいたします。 

委員さんが入りたいところに入れなかったというお話を小耳に挟んだというお話をされ

たと思うんですけれども。実際、お兄さんがある保育園に預けていて、弟もそこに預けた

いけれど、そこいっぱいだからちょっとよそに行ってねというような話はあると思います。

私たちとしましても、兄弟が別々の保育園に行くていうのは本当にかわいそうだなと思っ

て、どうにかならないかなと思ってるんですけど、そこはやはり定員や制度の壁というの

がございまして、保護者の皆さんには御理解いただいて、申し訳ないけどこっちに行って

もらえませんかというようなことはお願いすることがございます。 

○山口委員 

兄弟で別々のところに入るていうのは結構よく聞く話で、そこはどうにかしたいなと思

うんですけれども。保育士さんの行政上の手続きていうか、それをちゃんとするために、

かなり詳細な報告書を書いたりとか、そういう業務の負荷ていうか、日に高まっています

と。保育園で事故があるたびにそういうものが要件として追加されて、正直かなり今きつ

い状態だと思うんですけども。それに対してそれを緩和したりとか、何か効率化したりす

るようなそういった投資というか、そういう性格に当たるものってこの中に含まれている

ものですか。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

保育士さんの仕事ていうのは子供さんを見るだけが仕事ではなくて、子供さんがお昼寝

をされたら事務をされたり、帰ってからも保育要録を作ったり、保護者さんたちに連絡を

したり、そして保育の計画も立てたりと、とっても忙しいお仕事をされておられます。そ

ういったところで、何とか効率化をするためにどうするかということで、今保育のＩＣＴ

化を進められておられます。今年度も松濤保育園とふたばこども園が保育園内でグループ
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ウェアを作って、構築して、そして業務の効率化を図っておられます。その前の年、令和

２年は多良保育園が１件、その実績がございます。そういった形で、何とかデジタル化を

進めて省略化を進めておられる状況でございます。 

以上です。 

○西田委員 

43 ページの一番下の児童福祉総務費の中で、放課後児童健全育成事業指導ということで

約 1,700 万ほどしておられますけども。放課後児童数ですね、多良と大浦どれくらいいら

っしゃるんですか。 

○町民福祉課子育て支援係長（片山美由紀君） 

お答えいたします。 

多良児童クラブについては現在Ａ、Ｂ、Ｃと３教室ありまして、令和２年度で 132 人、

大浦児童クラブが１教室で 55人となっております。令和３年度についてもほぼ変わらない

横ばい状態です。 

○西田委員 

そこで、コロナ対策とか、例えば空気清浄機の設置とか手洗いの設置とか、そういった

ものも完備されているんでしょうか。 

○町民福祉課子育て支援係長（片山美由紀君） 

お答えいたします。 

令和２年度から多良のほうは教室を１つ増やしまして、そこについては空気清浄機のほ

うを購入して設置しております。その元あった教室についても清浄機のほうは設置してお

りまして、あと令和２年度に国の補助で、特例措置としてコロナ対策で１支援団体につき

50 万円の補助をしますということで、その分でアルコールとか消毒とかの一括購入を 50

万円ほど購入して、その分も児童クラブのほうで使っております。 

○久保委員 

毎年少子化が続いてることなんですが、現在うちの町の合計特殊出生率は何％‥‥‥。 

○健康増進課健康づくり係長（中尾光宏君） 

太良町の合計特殊出生率ですけれども、企画商工課のほうで太良町総合戦略推進委員会

ていうことで数値を出しておられます。こいちょっと年度で数値を出していらっしゃるん

ですけれども、令和２年度は 1.43 になっております。 

以上でございます。 

○久保委員 

多分昨年聞いた時には 1.59 というような報告をいただいておりますが、パレットたら、

亀ノ浦等々の住宅を建設されたんですが、その効果は表れてないですかね。去年から今年、

出生率が減っているちゅうことは。そのためにうちの町長あたりが頑張って住宅等々造ら
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れて、人口増、子供を増やすということでやられておるんですが。 

その中で、不妊治療の助成をやっておられますが、これの件数、成功率等々はどのよう

になっておりますか。 

○健康増進課健康づくり係長（中尾光宏君） 

不妊治療助成費は 48ページに記載しておりまして、60 万ということでございます。１

件 20万が上限で条例を制定しておりますので、３件になっております。令和２年度は、３

件のうち１件が出産に至っております。 

以上です。 

○久保委員 

去年聞いた時には、去年も１件やったとかな（「はい」と呼ぶ者あり）あまり効果がない

ね。その希望者が多いとですか。 

○健康増進課健康づくり係長（中尾光宏君） 

年間やっぱり３件、４件くらいになっているのかなと思ってます。太良町の出生につい

ては皆さん関心があるところだと思いますけれども、健康増進課としましては、100 万の

予算を組んで５件、めでたいことがあってほしいと思い予算化してるんですけれども、60

万とか 80 万とか、その辺が実績でございます。本年度も数件申請があっておりますけれど

も、ちょっとなかなか出生に至るまでには難しいところがあると思っております。 

以上です。 

○久保委員 

これは国の補助もあるですよね。うちの町自体では 20万でしょ。国の補助も幾らかある

と思うんですが。これは何年間継続できるとかな。１年のみですか。 

○健康増進課健康づくり係長（中尾光宏君） 

お答えします。 

財源は、国のお金が来ているかどうか分かりませんけれども、県のほうでまず補助があ

ります。それで該当された方を太良町も補助をしてるんですけれども、総額の医療費から

県の補助を除いた分で上限で 20 万太良町の補助をしているところでございます。 

継続は、最近国の補助も不妊治療は力を入れているところでございますけれども、１人

当たりの回数は６回に今延びております。 

以上でございます。 

○山口委員 

40 ページの敬老祝金支給事業で、対象者 729 人に対して 876 万円ですけども。こい現金

で給付がいいんじゃないかという話が以前ありまして、対応をどうされるのかという計画

を教えてください。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 
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お答えいたします。 

確かに現金で給付すればいいのではないかという御意見もございましたけれども、現状

のところは、今までどおり太良はっぴーカード会のお買物券で支給をして、それを使って

いただいて地域の経済の振興に役立てていただきたいというような形で進めていきたいと

いうふうに考えております。 

以上です。 

○山口委員 

これもう太良はっぴーカード会ていうグループと今回商品券を配ってるグループがある

と思うんですけど、その使えるお店の数ていうのは、この太良はっぴーカード会と今回の

商品券どちらが多いのかていうのは分かりますか。 

○町民福祉課長（津岡徳康君） 

お答えします。 

太良はっぴーカード会につきましては 30数事業者でございます。 

もう一つ、町内共通商品券をこの間コロナ対策で取り組まれたのは公募をされておられ

ますので、もっとたくさんの事業者が参入されておられるというふうに認識をしておりま

す。 

以上です。 

○山口委員 

もし今回の共通商品券で使えるていうので皆さんこう理解を得たのであれば、対象をそ

のくらいに広げるような使える先を増やすていうことで、現金ではちょっと給付できない

けれども使える先は広げるようにしてますよというようなことはメッセージを発信できる

のかな‥‥‥御検討いただけたらなと思います。 

○町長（永淵孝幸君） 

私老人会に実は行って、そして現金でという話があると。しかし私は現金では渡しませ

んと。その理由は、先ほど言うたように、町内でやはりその商品券を使ってもらって、町

内を潤してもらいたいと。現金をやればどこでどがん使うか分からんと。孫が持ってはっ

ていったいするかも分からんもんねていう話をしました。そしたらもう老人会では、それ

はもう分かっとっと。町長が言うとが当たり前というふうな御意見もいただきました。で

すから、はっぴーカード会からも、以前一般質問を見て、ああいう現金でやらるっぎにゃ

あいやっけんが、それはせんごとしてくださいよて見えました。そういったこともあって

おりまして、そういう話をしたら、太良町に来たお金やっけん、太良町の金ば使うとは、

やっぱり町内に落としてもらいたいというな話をしたら、皆さん 200 人ばっかいおられた

ばってんが、１人としてその意見にいやという人はおられませんでした。そういったこと

で、出たところで、特に高齢者短大の中やったもんやっけんがそういう話をしとります。
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一応ＰＲしながら。そいけん皆さん方もそういったことで、ひょっと現金がよかばってん

ねと言われたときは、こういった思いの中で、敬老祝い金については町長が考えておられ

るけんがて言うて話をしてもらえればと思います。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 質疑がないので、質疑を終わります。 

 入替えのため暫時休憩したいと思います。昼食に入りたいと思います。 

 

 

午後０時４分 休憩 

午後１時０分 再開 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

休憩を閉じ、直ちに会議を再開したいと思います。 

 

 

労働費、農林水産費、商工費について 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 次に、労働費から農林水産費及び商工費で、決算書の 127 ページから 156 ページまで、

行政実績報告書では 51ページから 60ページまでを審議いたします。 

行政実績について、関係課の概要説明を求めます。 

なお、説明につきましては、簡潔にお願いいたします。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○農林水産課長（川島安人君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○建設課長（浦川豊喜君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○農林水産課長（川島安人君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 
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○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 以上説明が終わりましたので、質疑に入りたいと思います。 

質疑の方ありませんか。 

○竹下委員 

報告書の 52ページの③の農業振興費の中山間地域等直接支払交付金事業についてお尋

ねしますけれども。 

令和２年度の交付状況につきましては 20集落、交付面積が 298 ヘクタールということに

なってます。平成 31年度と比較しますと、集落的には１集落減りまして、交付対象面積も

81 ヘクタールと減少しております。この減少した理由あたりをお願いいたします。 

○農林水産課長（川島安人君） 

お答えいたします。 

農業者の高齢化に伴う、今後もあと５年間継続してこの営農ていうかな、農地を管理で

きないていうふうな方がちょっと増えたもんですから、その分で減ってございます。 

以上です。 

○竹下委員 

集落が１集落減ってるんです。そして 20集落になってますけどれも。この集落で営んで

いる方はそういうことだというふうに思いますけどれも、集落が１集落減った理由と、そ

の 80ヘクタールの原因ですけど。 

○農林水産課長（川島安人君） 

集落が減った理由は、これは推測でございますけど、やっぱり中山間が始まって 20 年ば

かりたって、なかなかもう役員ずっとしよっと。そういうふうな状況が中山間地域の役員

さんの中では続いてございます。そん中で、先ほど言いましたように高齢化が進んで、５

年間ももう作いえんとかいうふうな声とか出て、これ以上は中山間地域の集団として維持

できないというふうな判断をされたから１集落減ったのかなというふうに推測をしてござ

います。 

面積が減った理由は先ほど言いましたように、いろんな要因がございますけど、先ほど

言いました高齢化もあるんですけど、あと獣害関係でイノシシが来てもう作られんごなっ

たと。ここに電柵わなとかワイヤーメッシュしてもまた侵入してくると。そういうふうな

状況があって、そういう農地を維持できないというふうな判断された場合について、その

分が減ったと考えてございます。推測してございます。 

以上です。 

○竹下委員 

本町では、中山間地域は大部分を占めるところがありまして、ここにも書いてあります

とおり、この中山間地域の交付事業につきましては５年間ということがありますので、耕
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作放棄地の発生をその間を防ぐというふうになりますし、その農地の多面的機能を発揮が

できるということになってますけれども。今度第５次になっているわけですけれども、第

４次からずっと集落にしろその交付対象面積にしろ減少しておるのが現状だというふうに

思います。これに対して歯止めをかける方法あたりをそういう検討をされているのかどう

か。具体的な内容をお聞かせもらいたいと思います。 

○農林水産課農政係長（片山博文君） 

お答えします。 

県のほうも非常に今、竹下委員が言われたように３期から４期、４期から５期というこ

とで、大変面積が少なくなっている現状を踏まえて、農政企画課のほうでも特別の活動員

という方を派遣していただきまして、うちの職員と一体となって各集落、またやめていか

れた集落についても、そこの中に入って、再度何らかの形で中山間直接支払事業について

活動をできないかということで回りました。そういった中でも、幸いと申しましょうか、

21 から 20 集落、１集落しかなかったというのは、そういった案件もあるのかなと思って

ます。現在も県のほうもそういった特別の職員さんを配置をしていただいてますので、そ

の方たちと一緒に我々も今後継続的な活動ができるようにということで事業内容の推進と

今後の活動内容の円滑化も含めて集落に行ってお話をしているところでございます。 

以上です。 

○竹下委員 

農業委員会の活動状況を見ますと、（イ）の農地法の事務関係取扱い件数も 93件と前年

と比べて増えております。また（カ）の農業経営基盤強化促進事業の取扱い件数も 40件か

ら 73件ということで増えておりまして、この農業委員会の推進あたりを活用しながら常に

そういう対応をお願いをしたいというふうに思います。 

以上です。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

答えはよかですか。 

○農林水産課長（川島安人君） 

農業委員会のほうでは、言われた農業委員さんもですけど推進員さんというのを設置い

たしまして、その辺の農地利用について、人間が倍くらいになりましたので、その辺で推

進活動が十分できているのかなと。今できる限りではやっていただいているというふうな

現状でございます。 

以上でございます。 

○田川委員 

今のところの下ですね、（イ）その他の主な経費ということで、有害鳥獣の駆除対策経費

かれこれ挙がっておりますけれど。イノシシの箱わなのことについて聞きたいんですけれ
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ど。 

私も令和２年度中なんですが、実は町民の方から、２か所にイノシシ用の箱わなを仕掛

けたいということで、その方の息子さんが免許を持っているということで、議員さん、農

林水産課に行って箱わなを借りてくれないかということで私が話をしに行きました。その

時箱わながなかったわけですよ。以前、山口議員の一般質問でもその話が出た時に、山口

議員免許を取られて、いざ据えようと思ったら箱わななかったと。役場の貸出ししている

箱わながなかったということなんですけれど。今そのイノシシ用の箱わなについてはどう

いった状況なんですかね。 

○農林水産課長（川島安人君） 

お答えいたします。 

国庫事業で買ったのが、全部で 130 で去年５つ買いました。買う数量につきましては猟

友会長さんと協議をいたしまして、来年はどんかっこ要んねと。これ広域圏の事業で導入

いたしますので大分補助もございますので、一応聞き取りをして、がしこくらい買ってく

れろというふうな要望を受けて買っている状況でございます。その中で実際、田川委員さ

んが言われたように、実際捕ろうでしたときに、特に新しい方が、箱わななかけん捕られ

んじゃっかというふうな意見もございました。それで、次年度以降、多めに買うようなこ

とを猟友会長さんと打合せしてから予算要求をしたいなというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○田川委員 

ぜひ、やはり町民の皆さんイノシシの被害で本当に困っておられます。町としても、わ

なの免許を取るのには補助金を出したりしておられますけど、やはりいざ捕るときに箱わ

なないと言いますと、せっかく免許を取ったのに実際何も減らないわけじゃないですか。

はっきり言いましては、１台高くても 10万でしょ。そんくらいだったら増やしてもらいた

いなと思いますので、よろしくお願いします。 

○山口委員 

先ほどの有害鳥獣被害の対策について、箱わなを増やしたほうがいいということですけ

ども。もう一つ、捕った後の処理、埋設しないといけないというので前一般質問させてい

ただいたんですけども、その場所と方策の検討の状況について教えてください。 

○農林水産課長（川島安人君） 

お答えいたします。 

以前、山口議員さんからイノシシの処分について労力大きくかかるけん、それがネック

になっとっ可能性があると、そういうことでお話を聞いてございました。その中で、去年

１年間、自分が個人的に尾根の遊休農地を回って、イノシシを埋められるような場所をず

っと探して、ここに穴を掘って放り込んで少しずつ埋め戻ししていくていうふうなやり方
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を今里の猟友会の方がやっておられましたので、そういうとを町のほうで設置できないか

ということで、ざらっと事業費的なものとか管理体系について、猟友会さんのほうに今年

の４月やったですかね、３月、ちょっと忘れたですけど、その辺の時に提案をいたしまし

た。そいどんそこの時点では、有田町方式でもう冷蔵庫をどっかに設置してそこにどんど

ん放り込むような設置をしてくれろというふうな意見が出て、今のところ私が考えていた

構想は中断をしている状況でございます。その中でも、先々月くらいに広域圏の駆除対策

協議会がございまして、その中でも各猟友会長さんが、埋むっとが難しいと。どがんなっ

とんして、広域圏ですれば運搬距離が大きくなるけん、各市町でそういう何か処理施設を

早急に建ててくれろというふうな要望もあってございます。これは喫緊の課題として、何

とか次年度の予算に上げたいなとは思っているんですけど、その辺は実際の運用体系とか

を検討しながらいかんまんけん、その辺は微妙でございます。 

以上でございます。 

○山口委員 

結構猟師さんたちと改めて話をすると、やっぱり埋める場所もしくはさっき言われた有

田方式というか、冷凍して業者さんが引取りに来る、ぶっちゃけどっちでんよかて思うと

ですよね。すっとかせんとか早く決めてせんと、もう実際猟師さんどがんしててよかか分

からんていう状態なので、有田町方式で予算化するのであれば予算化をしてほしいなと思

います。諫早のほうにも小型の食肉の加工施設とかていうのもあるので、規模はそんなに

大きくなくてよかて思いますけども。皆さんもう、私が言う以前に、何年もそういうこと

言ってきているけれども全く反応がないというので結構幻滅されているので、課長あと半

年とかていう話もありましたけども、それを置き土産にしてもらえたらなと思うんですけ

ども。 

○農林水産課長（川島安人君） 

何とかその辺、この事業の具体化ていうのは非常に調整関係が時間がかかります。そい

けんそういうふうなことで方向性だけは決めたいなとは思ってございます。 

以上でございます。 

○山口委員 

十分にもう既に何年も助走はされてると思うので、あとはジャンプをするだけかなと思

いますので、ぜひよろしくお願いします。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

ほかにないですか。 

○田川委員 

実績報告書の 57ページ、水産業のほうで、真ん中のほうに（エ）の親元就漁給付金、こ

れは新規事業だと思いますけれど。これは新規就漁者に３年間 36万円を給付するという事
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業だと思いますけど。こい詳しい給付の要件ですね、どういった方に給付されるのか。 

○農林水産課水産係長（田中正徳君） 

この親元就漁支援は、町内で漁業を営む者の２親等以内の直系卑属である方です。漁業

に従事した最初の年の翌年から５年間ということです。ほかに漁業従事日数が 90 日以上で

あるとか、そういうことが要件になっております。 

○田川委員 

これ年齢とかは関係ないですか。 

○農林水産課水産係長（田中正徳君） 

一応 50 歳以下です。 

○田川委員 

そういうのを要件といいますのでまとめて言ってもらいたいんですけどね。それで令和

２年度の実績。何人でしょうか。 

○農林水産課水産係長（田中正徳君） 

令和２年は４名です。 

○田川委員 

令和２年度は４名ということで承りましたが、これは今まで、実家が漁業をやっておら

れて、例えばよそから帰ってきて、50歳までの方ですね、それでやっぱり家を継ごうとい

うことでこれを受けられるということですかね。ざっと言うと。 

○農林水産課水産係長（田中正徳君） 

おっしゃるとおりです。 

○田川委員 

そしたら、こい４人が受けられたということですけれど、これ制度的にこのまま、以前

本会議か何かで聞いた時に、どっかを変えようとかいうそういうことを聞いた覚えがある

んですけど。改定しようとかいう。それについてはいかがでしょうか。 

○農林水産課水産係長（田中正徳君） 

令和３年度から新たにこの親元就漁の事業を拡充いたしまして、今年度から漁業従事者

事業継続支援給付金というのを始めますけども、この要件が、40 歳以下の漁業者の方を対

象としていますんで。今までは漁業に従事した最初の年から５年間ということでありまし

たけども、その要件を取り払って、もう 40歳以下の方には基本的に申請者の方には全員給

付ということです。 

○田川委員 

そうした場合、対象者が大分広がると思いますけど。大体その対象者の予想人数という

のはどのくらい見てらっしゃいますか。 

○農林水産課水産係長（田中正徳君） 
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当初予算で 27名分を計上しております。 

○久保委員 

今 27名ということで報告しとりますね。それ業種というか、漁船漁業なのかノリなのか、

それは何でもいいわけ。去年が多分３人やったもんね。それで今年の場合が１人増えて４

人。その１名さんはどういう業種になられているか。また今後 27名を予想人員と言われて

おりますけど、その予想人員はどのような、うちの町に 27 人も親元で就漁しなっとのおい

しゃっとかさ。そういうとを教えていただければ。 

○農林水産課水産係長（田中正徳君） 

去年よりも１名増えたのは、多良地区のノリ業者さんが１名増えております。 

あとこの今度の新たな従事者の継続支援給付金のほうは、ノリ養殖業者さん漁船漁業者

さん関係なく、全ての漁業者さんを対象としております。 

○久保委員 

その方たちも年間 36万の補助金で進めていくわけ。 

○農林水産課水産係長（田中正徳君） 

金額は、親元と同じ金額で 36万です。 

○久保委員 

そしたら推進してまいりますのでよろしく。 

以上です。 

○農林水産課水産係長（田中正徳君） 

一生懸命取り組んでまいります。 

○山口委員 

53 ページで、畜産業費ていう項目で、畜産業の振興並びに規模拡大等、増産に関する経

費で、主な事業は次のとおりですていうふうにあって、畜産関係、私も数字をちょっと調

べて、太良町どんくらいやってるのかて調べました。太良町ですね、佐賀県の人口の約１％

ですよね。80万人のうち 8,000 人で１％。畜産業、鶏、豚、牛、佐賀県の産出額のおよそ

20％を人口の１％で算出をしています。ここに書いてある規模拡大、増産に向けていろん

な支援をしてもらっていると思うんですけども、規模拡大すると同時に増えるものがあり

ます。それは、食べたら出るものがありますよね、し尿ですね。佐賀県の産出額の 20％を

太良町で産出してるってことは、人間に換算すると、大体 20万人分のし尿が太良町で出て

ることになります。もちろん規模拡大とかそういうものに対して支援をしていくて当然の

ことで、今までここ何十年も畜産の認可をいろんな人に与えているわけですよね、やる認

可をですよ。皆さんそのし尿の処理ていうのに非常にコストをかけて困ってられてるんで

すけども、そういう食べたら出るっていうことで、およそ人口 8,000 人の町で 20 万人分の

し尿を処理しなきゃいけないていう問題を町は抱えてて、そこに対して、今後ていうかこ
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こに書いてないので、そういう援助とか補助とか、そういった補助とか計画とかそういっ

たものがあれば教えてもらってもいいですか。 

○農林水産課農政係長（片山博文君） 

お答えします。 

畜産排せつ物の問題につきましては、今、山口委員言われたとおり、非常に大きな問題

でございます。この件に関しましては、基本的には大きなお金がかかる事業でございます

ので、たい肥処理の機械等については、国の畜産クラスター事業という事業がございます。

それを活用されて、豚、鶏、肉用牛は事業を実施されているところが多ございます。また、

鶏の長崎ブロイラー系ていうて、ＪＡ系統とかいろんな系統がございますけれども、事業

系につきましては、家畜排せつ物は長崎県の自社の処理場がございまして、そちらのほう

で全てたい肥化をされまして、そちらのほうで処理をするというような自助努力もされて

おりますので、そういった観点で、町独自でおのおの出た畜産の処理の部分について、国

の事業、県の事業があれば、当然それに対して上乗せ補助とも検討していきますけれども、

おのおのの事業所で今現在いろいろな事業、また自助努力で処理をしていただいているの

が現状でございます。今後については、今お話ししたとおり、そういった上乗せ補助とか

ができればそういったとも検討しながら考えていきたいと思っております。 

以上です。 

○山口委員 

もう個人の多分事業者が処理できる限界を超えてきているのかなと思います。飼える頭

数に制限がないというか、個人の事業者が飼いたい分だけ今飼ってるっていう状況だと思

うので、そこから出てくるその排せつ物を今、鶏とかもたい肥化したり豚とかもたい肥化

したりしてるんですけども、それを正直持って行く場所がないと。なので、例えば町とし

て、どこか島原とかでもいいですし白石とかでもいいですし、そういったところの農業が

結構面積が広くて、広大にやられているような市町と提携なり何なりを模索されたほうが

いいんじゃないかなと思います。さすがに太良町の農地て限られているので、全てをたい

肥化したものをまききるていうのも無理があると思うんですよね。なんで、その辺、ほか

の市町と組むなり、自分のところでもし処理できないなら一緒に処理をする。その利用を

一緒にやっていくていうことを模索されたほうがいいと思うんですけども、それについて

はどう思われますか。 

○農林水産課農政係長（片山博文君） 

今、山口委員が言われたとおり、たい肥化については、基本的には全ての農家さんでき

ちんとした処理をしていただいています。それをしないと飼養管理の家畜衛生法によって

処罰の対象になりますので、そこはきちんと今現在していただいています。実際、たい肥

化されたたい肥が確かに滞留しているというような形で、そういったお話もお聞きしてま
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すので、委員言われたとおり、県外もしくは処理としての加工、そういったとは今後は検

討をしてまいりたいと思っております。 

以上です。 

○山口委員 

その畜産について、輸入された飼料、膨大な飼料を食べさせてそれを肉に変えて今ビジ

ネスをされてると。それが排出されたものがたい肥化されたものが滞留してるわけですよ

ね。およそ 20 万人分ですよ、人間で言ったら。とんでもない量ですよね。そこを、大きな

町の問題だとは思うので、厄介者として処理をしようと思うと物すごくネガティブな発想

になってしまうので、それだけの資源があると、それだけの資源があるのでそれを町とし

てどういうふうに有効活用するかていうのを打ち出してもらったほうが、畜産をされてる

方は、やっぱりいろんな気を遣って肩身が狭い思いをしてるっていう意見も聞いたりする

ので、ぜひそういうところを、太良町実はこういう隠れた宝物があるよと。いいたい肥な

ので使ってみたらどうかていうのでプロモーションをしていくていうのも今後必要になっ

ていくと思うので、ぜひお願いしときたいと思います。 

○農林水産課農政係長（片山博文君） 

委員言われたとおり、貴重な宝というような認識をもって検討をしていきたいと思いま

す。 

以上です。 

○農林水産課長（川島安人君） 

そういう耕畜連携という言葉がございまして、そういう糞尿を畑に使うというふうなこ

とが耕畜連携ということでございます。その中で、牟田さんかなんかそういう町内でもた

い肥作りも取り組んでおられるんで。うちのほうは普通畑がなかなか盛んに行われていな

いんで、普通畑が普及すれば、そういうふうなたい肥もどんどん使えるようになってくる

のかなていうふうな感じはいたしてございます。 

以上です。 

○竹下委員 

報告書の 54ページの一番下の②の林業振興費の中に、（ウ）の森林測量用の備品の購入

ということで 276 万 7,000 円挙がっております。この備品はどういう備品なのか。 

それと測量用と書いてありますけれども、その測量した結果をどのように活用されるの

か伺いたいと思います。 

○農林水産課林政係長（田古里哲也君） 

お答えいたします。 

森林測量用備品ていうことで昨年度購入しましたのは、レーザーの距離計、それからＣ

ＡＤのソフト、それから高精度のＧＮＳＳ通信機といって、ＧＰＳを使って位置を特定す
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るていう受信機ですね。それを購入しております。これらを用いまして、森林の施業に関

して、山の中で測量をするために、効率化を図るために導入をしております。 

活用としましては、今後、民有林が荒れているところが今ありまして、全国的になんで

すけども、そこに意向調査を今年度しておりますけども、その結果をもって民間の山を手

を入れさせてもらうという流れがございまして、それに向けて導入をしたところでござい

ます。 

以上です。 

○竹下委員 

レーザーとＣＡＤと距離計ですか。その機器ごとに単価が分かりますかね。 

○農林水産課林政係長（田古里哲也君） 

単価が今持ってきてません。契約自体はセットで購入をしているふうになります。 

○竹下委員 

そしたらその面積とか高低差というか、そういうやつを立体的に測量をする機器という

ことになっとですか。 

○農林水産課林政係長（田古里哲也君） 

これを全部一度にていうか、現地でレーザーで測量をして、位置特定はその受信機でし

て持って帰ってきてＣＡＤソフトの上でずっと図面化するという流れになってます。 

○竹下委員 

それをどういうふうに活用されるのか、業務の中で。 

○農林水産課林政係長（田古里哲也君） 

それをもって面積とか位置も当然そこに出てきますし、それでどういう施業をしますよ

というのを計画を立てるという流れになってます。 

○議長（坂口久信君） 

53 ページの農地費のため池ハザードマップ作製業務委託料てなことで、太良町にため池

がどのくらいあっとか。水害の状況がよそあたりが被害に遭っとっばってん、うちため池

あたりはどのような状況なのか教えていただければ。 

○建設課土地改良係長（峰松智彦君） 

お答えいたします。 

令和２年度にため池ハザードマップというものを作成いたしました。この今回作ったた

め池ハザードマップのため池の個数は農業用防災重点ため池といいまして、町内８か所な

んですけれども、８か所分を作成いたしました。下に民家があるとか、ため池の下に主要

な道路、町道とかあるようなため池を防災重点ため池と指定いたしまして、その８か所分

を作成したところでございます。その他防災重点ため池には決めていないんですけど、た

め池実際たくさんあるんですけれども、ちょっと申し訳ありません、今把握しておりませ
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ん、すみません。 

○議長（坂口久信君） 

それはもう簡単には分からんばってん。重点の要するに被害に遭うようなところを８か

所を作成したということでありますけれども。何ていうかな、その辺の８か所分について

被害があるのかどうかていうか、雨が降ったときどのような状況になるのかとも含めて検

討はされておりますか。安全であるのかどうか。 

○建設課土地改良係長（峰松智彦君） 

今回作ったため池ハザードマップは、豪雨とか地震によってため池が一番たまっている

状態でもし決壊した場合、どのような流れで、地図上に、ここら辺は水深が大体何十セン

チまできますよとかていうものをシュミレーションをしたものでございます。今後、国も

大変ため池には力を入れていて、今後ため池自体の耐震とかどのくらい豪雨に耐えれきれ

るかというのを太良町としましても調査をして、当然豪雨に耐えきれないという診断が出

れば補修までが必要になってくるのではないかなと。国の予算が今のところついておりま

すので、そういったものを活用しながら進めていければと思っております。 

○議長（坂口久信君） 

要するにそのため池がある集落については、豪雨の折には防災無線にせろ何にせろそう

いう状況ですよということを知らしめるような手続きはできておりますか。 

○建設課土地改良係長（峰松智彦君） 

昨年度この作りましたため池ハザードマップをＡ３くらいの大きめのパンフレットにし

て、該当するような集落には配布をしております。町のホームページとかでも見れるよう

にはしてるところでございます。 

○田川委員 

行政実績報告書の 56ページ、町有林の現状というところで真ん中のほうに書いてありま

すけれど。今町有林の現状としましては、木材価格は依然として低迷しているため、主伐

を行わず間伐を繰り返す長伐期施業体系へと移行しているということをここに書いてあり

ますけど。長くここもう 10 年以上この材価というのが低迷してこういう状況になってると

思いますが。決算とまたちょっとそれるかもしれませんけれど、今年の春くらいからウッ

ドショックといいまして報道されております。それはアメリカのほうで木材の需要が高ま

ってきて、なかなか外材が入ってこないということで、日本の国内材も上がっているとい

うふうに聞き及んでいますけれど。実際、現在杉、ヒノキあたりは価格的にはどうなって

いるんでしょうか。 

○農林水産課林政係長（田古里哲也君） 

今委員さんおっしゃったように、今ウッドショックていう言葉が新聞紙上とか‥‥‥の

ほうでも出ておりますけども。佐賀県の木材市場でいいますと、令和３年７月が一番ピー
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クが、確かに低迷期からしたら２倍くらいの高値をつけております。一番高くてヒノキの

４メートル物で３万 3,000 円とかいう値段がついております。８月になって若干下がって

はいるので、今後どういう動きをするのか、ちょっとまだ不透明な部分があるのかなとい

う状況です。 

○田川委員 

僅かに光明が差してきたんじゃないかなと思っておりますけど。これ佐賀に限らずどこ

でもやはり材価上がってると思いますけど。日本国内ではどうなんですかね、どういった

動きになってるのか。例えば今それだけ高くても割とこう出ているものなのか、そんなに

流通してないのか。そこら辺はどうでしょうか。 

○農林水産課長（川島安人君） 

お答えいたします。 

全国的には林業労働者がどこでもかんでも不足してございまして、思った時にさくっと

木を切って市場に出すていうふうな仕組みが機能不全になってございます。そいけんそう

いうふうなことで、もう機に乗じてどんどんもうけだすていうふうな状況にはないようで

ございます。 

以上です。 

○田川委員 

そうしましたら本町の場合、林業の従事者の方もほかの市町と比べたら充実してると思

いますけれど、今後どういった本町では対応をしていく予定なのか。こういう材価上がっ

ている時をチャンスをどういうふうに価値に変えていくかという、そういうのいかがでし

ょうか。 

○農林水産課長（川島安人君） 

お答えいたします。 

町有林の間伐施業につきましては先ほど入札をしたぐらいでございまして、今日森林組

合長さんから聞いた話では、まだ若干高かもんねというふうな話で、今回は少しは見込め

るやろうというふうな話がございます。それで、一応今のところ 50ヘクタールずつくらい

間伐を発注しているんですけど、今森林組合さんのほうでも労力が不足気味でございまし

て、若い方が途中で辞められるという事案が発生して、以前よりも木材生産の能力が落ち

てきている状況でございますので、今 50ヘクタール出す予定が若干減るかもしれません。 

以上でございます。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

前も話したとばってん、木材の低迷ていうとはもうずっと私が議員になった時からそう

いうふうに言いよっとですけど、その低迷を何とかこれをチャンスに変えるていいますか。

この太良町の材木ていうとは物すごくいいということで村井さん自体からは何回も聞いと
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っとですけど、それを何かに活用するといいますか、そういうＰＲの仕方ていいますか、

そういうのが全然こう見えんなと思いよっとばってんが。川島課長はもうあと半年でおら

んけん仕方なかばってん、こい片山さんとか田古里さんたちは、何とかこのあんたたちが

太良町の材木をしてくれんね、正直いっぱい持ち余っとっとさね。もういっぱいあるとん

ばごっとい間伐したいとかいろいろするとにばっかい手間がかかいよっけん。何とかここ

であなたたちが考えて、この太良町の資源をさ、本当財力をつけていきたかていうか、そ

こんたいをもうちょっと考えてもらいたかとばってん、片山さんどがん思うですか。 

○農林水産課農政係長（片山博文君） 

私、林政係には行ったことはございませんけれども。今、川下委員長言われたとおり、

木材の価格については太良町産非常にいいと。私の父も森林組合の理事もしておりますの

で、話の中でそういったとば聞き及んでおりますので、先ほど川下委員長言われたとおり、

どういった形でもいいのでＰＲをして、１円でも高く材木として売れればと思っておりま

す。 

以上です。 

○農林水産課長（川島安人君） 

森林組合さんの取り組みでございまして、先ほど言われたように太良町の材木は非常に

いいというふうなこと言われますけど、なかなか差別化が、生木ていうかな、木自体難し

いというふうな状況がございます。太良町においての四面無節材というふうな銘木的なも

のを皆さん今の市場ではあまり求められていないと。昔のように床の間でもう節がないて

いうふうな木造建築が今の時代では少ないということでございます。しかしながら、逆手

にとってというか、非常にもう超高級材として自然乾燥ですね、そういうことで差別化を

して売り出すというふうなことで、今木材協会とか県とか町も含めて森林組合さんに、製

材所を造っておりますので、その販売の出口戦略としていろんな検討をしている状況でご

ざいます。 

以上です。 

○副議長（江口孝二君） 

農林水産課ばかいしよっけん企画商工課のほうにお尋ねしますけど。 

実績報告書の 59ページの観光客誘客事業補助金の今回 601 万 2,000 円ですかね、その前

の年は 1,400 万くらいあったと補助金を見ればなってますけど。まずこの内容と、何でこ

う半減したのかその理由をお尋ねします。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

令和２年度の観光客誘客事業補助金の内容でございますけど、当初予算としては、観光

客誘客のためのクーポン等の発行を予定しておりましたが、あいにく新型コロナウイルス



 52 

感染症拡大ということで積極的に誘客を図れないという状況になりましたので、２年度に

つきましては、各旅館にミカンジューサーを購入していただいて、その分の補助をしてい

るところでございます。その分で 431 万 2,000 円支出しとります。 

それともう一つの事業が、これはもう数年続いておりますけど、太良町の絵入りのカレ

ンダーを１万 1,000 部ほど 170 万円かけて作成してるところでございます。前年度から大

分落ちているていうところでございますけど、それは冒頭申し上げました誘客を図るため

の周遊券を発行できなかったということでございます。 

以上でございます。 

○副議長（江口孝二君） 

今こう具体的に述べられましたけど、結果として、ジュースのミキサーか何か知らんば

ってんが、前年もコロナの発生したけん一概には言えんろばってん、効果があったのか。

また別の方法で全体的に考えて取り組んでいくことがないのか。そこら辺はどう考えゆっ

ですか。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

このミカンジューサーの効果ということでございますけど、実際昨年末 11 月頃に購入し

たところであり、ミカンの時期がそれからあまり長くない期間でございましたので、初年

度としてはそこまでの効果を発揮することができなかったと思っとります。この事業につ

いては、観光客誘客のための補助金となりますけど、方やではミカンのＰＲにもつながる

事業ということで、そういった面で捉えて補助金として支出をしているところでございま

す。 

以上でございます。 

○副議長（江口孝二君） 

当初予算要求されるときに、全てのことに対して言えるて思うとばってん、予算はした

ばってん執行は今言われたごと秋とか冬とか、そして執行残が出てくると。やっぱり計画

をしたときは早急にね。だからこの観光誘客にしても、目的を持ってこうこう事業をやり

ますということをうとうとらんと予算要求はできないと思うとですよ。だからそれをすぐ

執行されるような体制でいってもらわんぎにゃ、さっきの話じゃなかばってん不用額がべ

らい出てきて、なると思いますので。そこら辺はもう当初予算をされるときに総合計画、

私が先ほどから言うばってん、総合計画がやっぱり基本になると思いますので、そこら辺

を、皆さん総合計画があるということは知ってあると思いますので、そこの部分を確実に

入れてもろうて予算要求をしてもらいたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

おっしゃるとおり予算編成の段階で、しっかりとした執行計画等を策定して、そのうえ
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で早期発注をできるような準備を今後はしてまいりたいと思っとります。 

以上でございます。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

よろしくお願いします。 

○竹下委員 

同じく報告書の 59ページですけれども。観光費の中で、（カ）の白浜海水浴場の管理費

と中山キャンプ場の管理費についてお尋ねしますけれども。 

この白浜海水浴場にしろ中山キャンプ場にしろ、令和２年度については閉鎖になっとっ

たというふうに思いますけれども、この指定管理委託料が白浜海水浴場にしろ中山キャン

プ場にしろ挙がっております。それと白浜海水浴場では、管理委託料が 111 万 3,000 円、

監視員の報償金が 204 万円ということになって、足せば 315 万 3,000 円ということで、予

算総額では 472 万 7,000 円ですので、157 万 4,000 円ほど余るといいますか、この分の計

上がありません。この残りの 157 万 4,000 円はどういう使い方をされたのか。中山キャン

プ場も一緒です。指定委託料が 134 万 1,000 円ですけども、それと改修が 53 万になってま

すけども、57万円ほど差があると。これについてはどうなのかというふうな‥‥‥あと

（ク）と（ウ）もこの差額が合ってこないんですよ。赤松橋の管理委託は 66万円ほど‥‥

‥。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

まず白浜海水浴場の管理費ですけど、令和２年度はオープンしとります。キャンプ場だ

けオープン直前の豪雨災害ということで開設できておりません。 

総経費のほかにあと管理委託料とか監視員等報償金を挙げて、差額の分はということで

すけど。そちらについては施設でございますので当然修繕料とか光熱水費、そういったも

のが発生しますので、そういった分の細々とした分についてはこちらのほうには計上して

いない、そういったところで御理解をお願いしたいと思っとります。 

以上でございます。 

○竹下委員 

差額が非常に大きいんですよ。ですから、その辺は幾らかでも入れたほうがいいのでは

‥‥‥。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

この行政実績報告書の作成に当たっては、支出については 50万円以上、収入については

10 万円以上ということで作成することになっておりますので、それに基づいて、私のとこ

ろだけじゃなく全て作成しているところでございます。もしそういった細々としたものを

入れるなら、もっと分厚い冊子になるということになりますので、ちょっと見づらくもな
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るかなということで必要最小限というところで掲載させていただいているところでござい

ます。 

以上でございます。 

○竹下委員 

例えば白浜海水浴場の管理費で言えば、総額が 472 万 7,000 円になっとって、差額が 157

万 4,000 円くらいになるんですよ。ですから金額的にはやっぱり大きいなということがあ

りましたし、そういう作成するに当たって取決め事項があるかもしれませんけれども、そ

ういうありましたのでちょっと発言したんですけど。 

以上です。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

答えはきちっと。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

経費総額の内訳をじゃあこの場で申し上げさせていただきますけど（「後で」と呼ぶ者あ

り）はい、後でお願いします。 

○田川委員 

中山キャンプ場のところの関連でちょっと質問しますけれど。 

去年中山キャンプ場については、７月の豪雨の時に、そこ行く道が破損してもう開けて

ないと思うんですけれど。それで、キャンプ場内にあるトイレは、実はキャンプ場が開い

てなくても登山の方々が利用したいという、利用したくても多分あそこ今使用不可になっ

ているんですよね。それで、登山をされる方、あの道だけじゃなくてちゃんと通られるの

で、そういったところでどうしてもそこのトイレを使いたいということで声が上がってま

したけれど、そういった声は届いてますでしょうか。 

○企画商工課長（西村芳幸君） 

お答えします。 

春先から秋頃にかけて多くの登山客が訪れられて、ベース基地になりますので実際トイ

レを利用されております。ですが、今は先月のまた大雨で、河川水を取り入れてトイレの

水として使用しているんですけど、また大雨でそこの取水のところの流れが変わって水が

全く入らない状況になっていて、そのために使用不可ということで今のところさせていた

だいているところでございます。早急に対応はしたいと考えております。 

以上でございます。 

○山口委員 

もう一回農業のほうに戻るんですけど。この農業振興費ということで、親元就農給付金

とかを出して、次世代人材投資補助金とかを出して、農業に従事する人を維持または減り
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方を少なくしようというのをやってると思うんですけども。今年、既にミカンをちぎる人

がいませんと。どんどん減ってますと。じいちゃんばあちゃんたち、ミカンの木の管理は

できるけれども、収穫に短期間で大量の人間が必要ですけども、皆さん 80 歳とか現役でや

られてたのがどんどん減っていきますと。ずっと減ることはあっても増えることはないで

すよね、普通に考えて。町としてミカンの産出をどれくらいまでに維持したいのか。それ

に対して人夫の確保とかそういうところについてどういうことができるのかていうのを検

討されているのかていうのを教えてください。 

○農林水産課長（川島安人君） 

ミカンの産出量とかについては特には検討はしてございません。しかしながら労働力の

不足というのは、もう趨勢といたしまして、今後あと 20 年くらいは続くと考えられます。

その中で、これ以上にそういう労働力不足は増えてきて、農地がもう管理できないような

状態に陥っていくというのは確実、今のところはそういうふうに考えてございます。その

中で何をせんまんかていいますと、今のところ考えられるのは、基盤整備をして、労力的

に少ない労力で大きな面積を管理するというふうな方向が一つと、あと集約的に小面積を

管理して行う農業ですね。例えば根域制限とか施設ハウス等で生計を立てる農家、その２

通りの農家の方向があるのかなというふうには考えてございます。そいけん、すぐにそう

いう労働力不足というのが解消はもう、全国的に足らない足らないというふうなことにな

ってございますので、こういう取り合いの中で、どっからかうちだけ取れるていうのは恐

らくないのかなというふうには考えておりますので、どういうふうにして、何とか生産を

維持できるようなことはせんまんねては考えていますけど。現実的には前、山口委員さん

が言われたように大学生のそういうふうな何とかホリデーですかね、そういうとも考えん

まんとじゃなかねという話があったんですけど、なかなかそういうそれに対応する労力的

なものが今のところおらない状態なんで中断している状況でございます。 

以上です。 

○山口委員 

コロナとかもあって、今までミカンきばい行きよったばってん、精神的にも疲れて、も

う行きわえんていうのでやめてしまった、今までミカンちぎり行きよった人とか摘果しに

行きよった人とか来んごなったていう話を聞きました。もしかすると、去年私この話をし

た時に、５年以内に半分くらいになるだろうと言ったんですけども、皆さん言ってるのが、

５年だったのが今３年になってますと。３年以内にミカンの産出が半分になる、ちぎる人

がおらんけん、みんな管理はできるけどちぎいえんけん半分になるんです。半分になった

ら何が起こるかていったら、ふるさと納税とかで出しているミカンの税収も下がるんです

よ。それが下がれば、いろいろ子育て支援とかやってるそういうのも関連して下がるてこ

となんですよね。特産品が採れないてこと。なんで、本当にすぐに予算をつけてでも、例
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えば人夫賃の補填をするとか、そういうポジティブなメッセージを行政から出さないと、

本当に間に合わなくなりますよていうのをお伝えしときたいなと思います。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

答弁は。 

○農林水産課長（川島安人君） 

実態上、山口委員さんが言われるような状況については、ミカンの再編関係で、土地改

良区さんとの協議の中でもいつも言われている状況でございまして、なかなか解決策が見

つからないんですと。今のところ困っているところでございます。 

以上です。 

○山口委員 

もうちょっとはっきり言いますね。例えばコロナが起きて観光客が減ったときに町とし

て 4,000 万円を出せますと。皆さんどう思うかと言うと、旅館ばっかりずるいという話に

なっちゃうんすよ。それはもう未曾有の危機で、もちろん救済せんといかんというのはみ

んな分かってるんですけども、心情的にはそうじゃないです。そうじゃない人がたくさん

いるってことですよ。なので、行政として、じゃあミカン農家をどうするかていうのは、

何かしらのメッセージを出したほうがいいですよていうのをもう一回言っときますね。そ

れが、例えば 4,000 万とか、そういう金額じゃなくてもいいと思うんですけども、役場と

してそういう人たちをどう思っているのかていうのをメッセージとして出さないと、私は

この農業でやっている人たちが多い町でまずいんじゃないですかていうのが意見としてあ

るてことです。 

○町長（永淵孝幸君） 

農業に限らず漁業もばってん、まず特に農業では、うちはミカンが主体というようなこ

とで、行政だけで、例えば高うね根域制限栽培とか、行政には支援をしてくれと言うわけ

ね。じゃあＪＡはどがんすっとかて。やっぱりＪＡも農家を育成すっとはＪＡもしていか

んと。そいけん支援すっとは行政に言われても、そういったところお互いにやろうていう

ふうな話合いをしております。要望とか見えたときね、担当とも。そしてＪＡのほうでも

上部の方と話をしてくれという話をして。例えば、過去にも園地の基盤整備事業を計画し

た。しかし 10 ヘクタールくらいしても、んにゃおいたちはそがんまでして、やっぱり負担

金要るわけですから、負担金出してまでせんちゃよかというふうなことで、今そいが結果

的に荒れてしもうたと。そういう状況ですね。ですから、本人さんたちも、所有者さんた

ちも幾らか負担金出しても園地を整備してほかの人に貸すとかそういう思いがないと、幾

ら行政が言うても負担金ば払わじよかないばすっばいとか、そがん話じゃなかわけですね。

個人の土地ば財産ばきちっとしてやっとに。だから負担金は絶対もらわんばなん。そして、

雇用して、ミカンちぎる人ば雇うごとして、例えば白石んにきもタマネギとか何かも雇い
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よらすわけ、個人でね。個人で言いよらすわけ。そして太良からも行きよらす。そいけん

そういうふうな話を持ってきて、そしてお互いに農協と行政とその農家の方と一緒になっ

て話合いばしていかんと、この問題は簡単にはいかんですよ。行政だけに言われたって、

できません。そういうことは言いよっとやっけんね。そいけんお互いに話合いをして、太

良ミカンを残さんまんとは私も再三言いよるわけですよ。担当にもね。そいけん太良ミカ

ンの復活ば何とかしてくいろと。そいけん今のところはもう普通露地では駄目だという話

やったけんが、根域制限栽培ですれば、町の行政がするていうごたっことでしよるわけた

いね。基盤整備と併せて。そいけんそがんとにもＪＡあたりも、企画して手数料取ってＪ

Ａがするてやったけん、そりゃ何なと。やはり、行政でも支援してくいろて言うとないば、

ＪＡあたりも手数料を取るとか何かじゃのうして、農家をやっぱり育成する意味で、ちか

っとＪＡも犠牲になってしてくれじにゃという話までしよっわけですよ。ですから、私も

そりゃ山口委員言うごと、この農業、ミカンが一番ずっと荒廃していきよっ。山手んにき

なってくっぎと、品質的に悪か、そしてやっぱ金にならん、そしておまけにゃイノシシか

らやらるっ。いうふうなことで、減っていきよっとも十分分かっております。そいけん何

とかここを止めんばいかんねという話はしよっとですけど、行政だけ我々だけがどがん頑

張ったっちゃこりゃでけん話ですから。もう少しやはり関係者寄って協議をしていかんば

いかんかなと思っとります。また佐賀にＪＡとかの話の中でも言うとります。そういった

ことで、ミカンも、過去には太良町ミカンで産地をとったところやっけんが、太良のミカ

ンはおいしかて言うて評判なんですよ。そして今言われたふるさと納税も、ミカンの季節

になれば寄付者がずっと増えております。‥‥‥です。そういったことで、ミカンをちぎ

りたかばってんが、手がなかとなれば、今うちもシルバー人材センターにそういったとこ

ろも労力をミカンちぎりにどぎゃんですかていうごたっ形で、ＪＡと行政と一緒になって

よかけんが、してやると。雇用ば認めてやると。そういうことが必要かかな‥‥‥。です

から、行政だけがどう頑張ってこりゃできん話です。そういったことで、答弁ならんかも

しれんばってんが、我々も一生懸命なって支援して補助まで出してしゅうでしよったっち

ゃ、‥‥‥なっていかん。 

そしてさっき何じゃい 4,000 万じゃい旅館とか何かにこうしてていう話のあったと何か

言われたばってん、そいもう少し具体的に言うてくれん。 

○山口委員 

去年やられてた町内の方向けの宿泊のキャンペーンがありましたよね。それでコロナで

観光客が激減して旅館に来る人が少ないので、そういうものに対して町が補助をしたわけ

です、まあ国からお金がきてですね。そういうものがあって、ミカンとかそういうものが

ずっとじわじわもう 30年くらい前いからずっと来てると思うんですけど、そういう状態に、

ずっとこう危機的な状態にある。そこに対して、分かりやすく救済するような措置ていう
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か、役場から、例えば行政からないていうのが皆さん感じていることなので、例えば町長

言われるとおり、いろんな関係者がおると思いますよ、生産者とかＪＡとか行政とか、い

ろいろ関係者おります。ＪＡ通してない方もいますよね。そういう方たちが、言ってみれ

ば、行政からのどれくらいミカンを作ってほしい、継続して作ってほしい、農業をやって

ほしいかっていうようなメッセージが今伝わっとらんていうのを私は伝えときたかっです

よね。実際、行政としてやれることには限界があるていうのは私も分かる部分はあります。

本人の努力ももちろん必要ていうのは分かります。もちろん農家もいろんな県とか国とか

から補助金をもらっているのも分かります。その一番近くにおる町の行政が町の産業に対

してどういうふうなスタンスでおるかていうのは、もう少しメッセージを出したほうがい

いんじゃないかなと思うんですよ。今伝わっとらんとですよ。本当に。どのくらい思って

しよっかというのは伝わっとらんとですよ。そいは私残念なことて思うです。 

○町長（永淵孝幸君） 

ＪＡと組織的、個人出荷者とか、いろいろミカン農家もあっとですよ。個人でしよる人

とか。ですから私はそういう人が一堂に会して話合いばしゅうじゃなかかというところま

で言うとっとですよ。そして、例えばうちのミカンはぎゃんとこでぎゃん栽培ばしてぎゃ

んうまかばいとか、うちはぎゃんしとっばってん、ぎゃん剪定から施肥からいろいろ肥料

から農薬までぎゃんとしよっよ、そういう品評会的なことば１回おのおのＪＡとか何か全

部関係者が寄ってミカンの食べ比べしてみいじゃて、そこまで話しとっとですよ。そいけ

んそいを農林水産課長には、あとさっきあんたの話じゃなかばってん、置き土産じゃなか

ばってんが、私がお願いしとっけんそいばしてみてくれんかいていう話までしとっですよ。

そういう話をしよっばってんが、農協あたりもそういったことば、個人出荷者はおどま関

係なかじゃのうして、そうした人たちもやっぱり巻き込みながらしてくれんかいというと

まで相談しとります。そいけんが農家あたりにもいろいろさっき言うたごと助成しよっで

すよ。そしてその 4,000 万ば旅館とか何かしとらんけんどうのて旅館に 4,000 万ばしてと

か話ばってんが、結果的に旅館あたりも、こりゃ全国的なもんで、観光産業冷えとっ。そ

してそこが動いてくれんぎと食が回らん。そいそこにはどうしても１次産業の品物が提供

されていくというふうなことで、この太良町の人だけがまず太良に泊まったことなかけん

てしたわけですたいね。そいどんそいで批判ていうとは私にはあんまい聞こえんやった。

ぎゃんことばしてくいてほんによかったばいていう声はいっぴゃ出た。農家からも聞いた

よ。ですから、やはり自分たちの町の旅館に泊まったた初めて泊まった。そして、１万円

であぎゃん料理あんたたちゃあって思うとっぎにゃ間違いばいて。よそ行ったとき我が１

万円であぎゃんたなかろうもんていう話までした。ですから、もう少しはそういう食で回

していって、例えばさっき言いよったじゃなかばってん、ミカンのごたっともそこで使っ

てもらえば、幾らかでも消費につながっていたてＰＲにもつながるじゃろというなごたっ
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ことでやいよるわけですよ。ですから、その飲食店、旅館あたりは、自分で何でんさっさ

んまん、極端に言えば。‥‥‥てちゃ、機械ばいっちょ買うにしても全部自己資金ですよ、

買ったりとか。農家にはできるだけ私も、国のそういう政策は取いよっけんがしていかん

ばいかんねていうふうな中で基盤整備事業とか何かした、機械にも国、県、そがんとの事

業にのせたいとかしていきよっわけ。そいけん例えばそういうふとかとの国、県の事業に

のられたときは、町もあいば幾らなっとん助成せんばいかんのて言うて、幾らかの助成ば

してきとっわけですね。ですから、全体的に考えて、私も１次産業ばないがしろにしたこ

とは毛頭思うとらん。そういう考えで、関係者と協議はしとります。そういう理解はしと

ってください。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

山口君、今町長も答弁をしてくいたけんが、大体あなたの言っていること、町長が言っ

てること大体皆さん分かったけんが、これはこいで終わりたい思います。 

入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

 

 

午後２時24分 休憩 

午後２時39分 再開 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 そしたら、休憩を閉じ、直ちに会議を再開いたします。 

 

 

土木費、消防費、教育費について 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 次に、土木費から消防費及び教育費まで、決算書の 155 ページから 202 ページまで、行

政実績報告書では 61ページから 76ページまでを審議いたします。 

行政実績について、関係課の概要説明を求めます。 

なお、説明につきましては、簡潔にお願いいたします。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○総務課長（田中照海君） 
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《歳出の行政実績の概要説明》 

○学校教育課長（中川博文君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○社会教育課長（萩原昭彦君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○学校教育課長（中川博文君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○社会教育課長（萩原昭彦君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○学校教育課長（中川博文君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 説明が終わりましたので、質疑に入りたいと思います。 

節度ある質疑にするために、挙手をもってお願いしたいと思います。 

○副議長（江口孝二君） 

行政実績報告書の 61ページ、道路維持費の中に、町道の補修についてお尋ねします。 

もう単刀直入にいきますけど、補修等の工期についてお尋ねします。 

工期は多分、上期か後期か年２回ぐらいくらいに分けて１業者でされておられますけど、

進捗状況が、工期があってないような感じを受けとります。だからそこら辺は、業者さん

を１業者じゃなくて２業者にできるものか。そして要望があった場合は、せめて１月以内

くらいに補修等ができるかどうかをお尋ねします。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

お答えします。 

それは町道の補修のことだと思うんですけど、実際今、年間２回ですかね、１期工事を

４月発注して９月末くらいまで、２回目を 10月から３月までとしとります。そいはもうと

にかく町内業者の入札ていうことですので、１回でまず四、五百万くらいの金で１回目の

入札をして、それで半年間パトロールと補修をしてもらっております。それで、言われる

ように今実際業者が半年間一業者ですので、なかなか手が回らないていうところもあるか

もしれません。なるべくうちのほうも、補修というのは通行に支障がありますので、見つ

け次第業者のほうにお願いもしておりますし、業者もパトロールしておりますので、その

間で早急にしてもらうお願いはしておりますけど、なかなか思ったようにすぐにしてもら

えないという実情はございます。 

以上でございます。 

○副議長（江口孝二君） 
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もう３回も５回も聞きたくなかけん言いよっとですけど、実際、今年の３月に約束事を

しとって、できたとは何か月か前やもんね。その間、雨がなかったけん大事に至らんばっ

てん、何回となく 10回も 15回も申請者は役場にお年寄りが夫婦来られて、そういう状況

であって、何の指示もしきらん、建設課は。してくださいしてくださいの話だけ。そうい

う状況やっけん私は今言いよっとですよ。だから、それができないのであれば、業者さん

を２業者入れるか工期を１か月で打つか、先ほどのカーブミラーの話じゃなかですけど、

単価契約でしていけば早かわけでしょうが。だからそこを私は聞きよっとですよ。何回も

言うばってんが、総合計画で、こい 107 ページに書いてあるばってん、防災の充実とかな

んとか立派なことうとうてある。職員さんは誰一人として確認しとらんとじゃなかですか。

だからそこら辺をしてもらって、できるのかできないのか。今後、今までどおりいくのか

どうかお尋ねします。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

お答えします。 

副議長言われるように、実際、何回言っても業者がすぐに対応できなかった事例もござ

います。それについては、今回ちょっと言われるように、何か月かかかってやっとできた

ということですけど、今後は、さっきも私言いましたように危険な箇所もありますので、

そしてまたそういうその災害とかの発生する状況もございますので、そういう場合はまた

別の業者に発注とかを考えていきたいと思っとります。 

以上でございます。 

○副議長（江口孝二君） 

‥‥‥今この道路維持ばってんが、ここにある町道法面の伐採とか路肩清掃ですね、う

たってありますけど。先ほど農林のほうの中で、中山間が減いよっというごたっ状況の中

で、地区をまたがって町道がはしっとっところを今５か所くらい定期的にやられておりま

すね、波瀬ノ浦とか大浦地区とかやられております。そういうところが、私の知っている

だけでも何か所かあります。そういうものは、草が生ゆっ時に、梅雨時とか秋口とか、年

２回くらい計画性も、当初の予算で組んでもらって、そういう対応ができるのか。建設課

はその分は把握されておると思いますので具体的な地区名等は挙げませんけど、そこら辺

は対応できるかどうかお尋ねします。 

○建設課建設係長（安本智樹君） 

お答えします。 

町道清掃業務については今のところ年１回ということで、大体７月から９月末くらいの

年１回の事業なので、早めに切ってもすぐもう１回という感じになるので、１回でいいよ

うに、当然その前に愛路日とかなんとかで地区の方に１回はしてもらったりとはしてるん

ですけども。現状予算の関係もありまして、現状は年１回実施をしているところです。高
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齢化も進んで荒廃地も増えて、実際、町道を利用される方も山間部とかはもう農地の方が

少なくなって、実際草が生えて行けないとこも多くなると。その分予算を今後精査して、

２回できれば２回したいんですけども。現状は１回ていうことで。 

○副議長（江口孝二君） 

実際５か所ですかね、されとるばってん、その後、先ほど言うたばってん、２か所くら

いはあるけんですね。そこら辺を予算化してもらって、もう中山間で対応できないという

ことば言われておるけんですよ。そこら辺もその中に入れてもらって、新年度予算ではし

てほしいと思います。それと、今先ほど聞いたばってん、伐採で、栄町、杉谷、早垣、３

地区の区長さんから伐採出されとっですね。太良高校のカーブのところですね。大きな大

木。そういう今大雨毎年降る線状降水帯等も発生する状況の中で、垂直にえぐれてしたご

たっ状況で現状はなっているのに、それいつされるのか。そういう状況は役場のほうは把

握されていると思いますけど、予算の都合とかなんとかじゃなくて、そういう対応は早急

にできますか。 

○町長（永淵孝幸君） 

実はそこの地主さんが町外の方ですよね。そいで、その地主さんのところに３区の区長

さんから承諾ばしてくださいていうてお話しがいたとっとですよ。そいでその方から私に

電話があって、いや分かりましたと。その管理を頼んどる不動産屋にすぐ言いますと。そ

いぎそいばしてもらえば、伐採はうちのほうですぐやりますからて言うたところが、じゃ

あ分かりましたて言うて。２人呼んで、こういう電話があったけんがて言うて、すぐ承諾

書をもらえばすぐしんしゃいのていう指示を一応そこはしております。今言われたところ

だろうと思いますけども。多分そこだろうと思います。 

○副議長（江口孝二君） 

その方は、不動産屋も私も知っていますけど、何回もしとりますけど、出しても来んと。

もう送っとっとですよ、承諾書も。そいでも来んと。町長も御存じて思て、少し認知症が

入っておられて。でも、先ほど町長が言われたごと、そこまで町長が踏み込んでしてもら

うと私は分かっとります。だから、町長もそこまで約束をしたら、もうとにかく大きな大

木ですので、何メーターか残して、下から切れば枯れてしまうけんで倒壊しますので、何

メーターか残して、切ってしましょうてことばそがんとば話ばしとっとですよ。でもそれ

から全然進まんわけですたいね。そいけんもう承諾書ば、建設課としては承諾書をもらわ

んとでけんかもしれませんけど、町長もお互い資料のやり取りばされよるとば知っとっけ

んで。だからそこら辺で早急にしてもらわんと、あそこは高圧があって光ケーブルがあっ

て、まして太良高校生の通学路であります。だから今の状況で崩落しますと、杉谷川まで

ゆんゆん潰すごたっ状況ですもんね。だからそれは早急に執行してほしいと思いますけど。 

○町長（永淵孝幸君） 
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一応地主さんは分かりましたて、すぐ不動産屋に言うて印鑑を押しや行くように言いま

すからて言うてあったけん、その辺はすぐ対応ばしてもろうとっとかなて思うとりました。

そいで、そういう書類が上がってくればそかすぐせんばよと。承諾書がなかったけんしと

らんていうなことやったけんですね。一応指示はしとりますので。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

その件につきましては、以前にうちのほうから同意書ばやって、なかなか印鑑を押して

もらえなかったと。そしてまた町長からも連絡とかしてもらって、印鑑を押した同意書を

もらうようにしてたんですけど、まだ今月入ってからもその不動産屋のほうから、いつぐ

らいまでに木ば切るとかの期間ば書いてくいろとかいろいろ条件とかの言われて、そいま

た作り直してまた同意書ば先週とか送ってますので、そいが来次第、もらえればうちもう

すぐ入りたいと思っています。 

以上でございます。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

ほかにないですかね。 

○田川委員 

ちょっと飛びますけど、教育費、決算書の 196 ページ、一番上から２番目、国民スポー

ツ大会推進員等報酬てことで、会計年度任用職員の報酬が 300 万ほど挙がってます。 

それと、ページめくりまして 198 ページにも国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大

会実行委員会の負担金ていうことで 44万ほど挙がっておりますけれど、国スポについてち

ょっと聞きたいと思います。 

今準備室のほうでいろいろ準備のほう進められてると思いますけれど、皆さん御存じの

ように 2024 年、太良町のほうでは少年女子のソフトボールを招くということで今準備を進

めておられると思います。それで、町のソフトボール協会の方々も、審判の１種を取るべ

く、取ってる方もいらっしゃいますと思いますけれど、取った方は技術の向上を、また取

られる方もいろんなところに出向いて、修行といいますか訓練を積まれているところであ

ると思いますけれど。 

聞きたいのは、町内の町民の方々でその３年後の国スポに出る可能性がある方、私たち

２年くらい前の一般質問で聞いた時には、県の強化選手になっている方が、水泳でしたか、

何名かおられましたけど。現在、別にどの種目でもいいんですけれど、そういった方がい

らっしゃるのかどうか。まずこれから聞きたいんですけど。 

○社会教育課長（萩原昭彦君） 

お答えいたします。 

１年開催時期が延びたことも反映いたしておりますけども、中学生の時は軟式野球だっ

たんですけど、その方が１名、今高校に上がられて、高校１年でこの大会も何かベンチ入
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りとかいろいろされております方が１名該当になるのかなと思っとります。 

○田川委員 

その方１名ていうことですね、今見込みがあるっていうのが。その強化選手とかってい

うのには全然もう指定されていないていうことですね。 

○社会教育課長（萩原昭彦君） 

今後飛躍的な何か伸び代があったりして、その強化選手に選ばれる可能性もなこともな

いとは思いますけど、今のとこ情報入っているのはその野球の方が１名強化選手というこ

とで。 

○田川委員 

ちょっと私もそこまで調べてませんでしたので。実は、その時の一般質問で何を言った

かというと、その時は強化指定選手はいらっしゃいました。それで、今町のほうでは、ス

ポーツ・文化振興基金ていうことで１億 5,000 万ほど持っておられてますね。それをこの

国スポて言ったら 50年に１回のイベントですよ。その基金を今度出場する有望な方に投資

したらどうかということを提案しました。それで、当時の課長はどう言われたかというと、

ちょっとまだ間もあるということで、その強化指定選手ていうのも何年かごとに見直しが

あるということで、開催の２年とか３年前くらいになったらまた再検討したらどうですか

ということで、そういう話てもらいましたのでちょっと聞いたわけですけれど。でも今の

ところいらっしゃったんでしたからですね。 

○社会教育課長（萩原昭彦君） 

すみません、説明不足で申し訳ありません。追加で補足させていただきます。 

先ほど野球部で１名いらっしゃるということでしたけども、女子バレーで１名とあと空

手の部で男女お一人ずつ、計４名が昨年度該当になっております。 

それで、おっしゃることは、育成補助金とかそういった支援がどうなのかていうお話で

すけども、ここ最近につきましては、県の指定強化選手になってる方が条件になるんです

けども、そういった情報が入り次第、その年度内で各その強化選手になられた方は、町で

も頑張ってくださいてことで町長から激励の意味を込めて育成の補助を出している状況で

ございます。強化選手に対してですね。 

○田川委員 

それ具体的に金額とか幾らくらい。年間例えば。 

○社会教育課長（萩原昭彦君） 

お答えいたします。 

昨年度の実績としましては、中学生の場合は１回当たり３万円てことで補助をいたして

おります。 

○田川委員 
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50 年に一遍のことですから、もうちょっと支援してもいいかなと私は思いますけれど。 

それと先ほど申しましたように、ソフトボール協会の審判に向かって今いろんなトレー

ニングをされていらっしゃいます。この方たちに、結局少年女子のソフトボールがあって、

そこのグラウンドに立つ町民ていうのはその方しかいませんので、その方もぜひ支援して

もらいたいと思いますけど、それについてはどうでしょうか。 

○社会教育課長（萩原昭彦君） 

協力していただく審判の方等への町の支援ということだと思いますけども、最近につき

ましては、ソフトボール協会の事務局もうちのほうに偶然おる状況でございまして、町か

ら体育協会の補助を流してるんですけど、そちらのほうでも 50年に一度のそういった特殊

なイベントで、町挙げてのイベントに協力していただくていうことから、その審判にかか

る講習とか道具代については全面的にバックアップしようということで、その辺は種目部

のソフトボール協会といろいろ情報聞きながら協議を進めて、支援できる分は支援をして

いる状況でございます。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

ほかに。 

○副議長（江口孝二君） 

住宅の件で、これはお願いベースになると思いますけど。今持ち家があって、もう老朽

化して住まれるような状況じゃないと、雨漏りして。それで、ぜひ住宅に入りたいていう

ことで、何かパレットが空いたときお願いに行かしたぎ、あんたは該当せんと。若い世代

だからということで言われて。まず入れるところにお願いできんやったろうかていう話が

きたもんですから。やっぱり申込者は多数おられて抽選になるとは思いますけど、そうい

う方高齢者ですので、３階とか４階とかにはもちろん入りきらっさんですもんね。そいけ

ん運よく１階が空けば優先的に入ることができるのかどうか。いろんな取り決めがあると

思いますので。町のほうである程度こう小さい住宅を造ってもらうか借上げてもらえば、

そういうところに入れてもろうてもよかと思いますけど。端的に、雨降れば寝られんごた

状況ですもんね。だから睡眠もでけんと。だからまして夫婦２人ですけど、もう年やっけ

ん病院通いもせんばいかんというごったっ‥‥‥やっけんですね。そういう人たち、私一

つの例を挙げましたけど、そういう状況におられる人が何世帯かあると思いますので、そ

こら辺を何か規約ていうですかね、見直してもらって、住宅に入れるような。もちろん今

空きがなかったら無理ですけど、空きがでたときに、そういう条件の人が優先的にできる

かどうかをお尋ねします。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

お答えします。 

町営住宅ですけど、入居については、空きがあれば募集をかけるようにしてます。今パ
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レットのほうが１戸空いてますので今週してますけど、ほかの町営住宅についても空けば、

うちの修理とかして募集はしてます。ただ、高齢者とかで、言われるように今実際うちが

畑田で４階までですかね、実質上。ああいうところで４階とかなれば、実際上って、エレ

ベーターもないですので、上ったり下りたりするのは大変かとは思います。でもそこで、

今入っといしゃっ方をどかすわけにはいかんけん、まずはそこの例えば住宅で空いたとこ

ろに申込みしてもろうて、例えば上のほうの階に入るようになった場合、下の方と話をさ

れて、入替りとかはできると思うんですよね。ただ今のところちょっとそこだけ下が空い

たら高齢者を優先してとかはしておりませんので難しいかなとは思うんですけど。 

○副議長（江口孝二君） 

今入ってる人をどうこうじゃなくてね、運よく１階が空けば、そういうあいができんか

なということの相談です。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

お答えします。 

町営住宅とかのですよ、生活に困窮している人を募集してからのあれですので、その状

況にもよりますけど、回数が多ければなるべく入れるように、３回申し込んで漏れた人と

かはその抽選のときに少しは有利になるような制度はしとりますけど、ほかにもやっぱい

そういらっしゃる方が申込みをされていますので、ちょっと特別扱いはできないかなとい

う思いはございます。 

以上でございます。 

○町長（永淵孝幸君） 

金額的なこともあろうかと思いますけれども、今そこにパチンコ屋の横しに肥前電力が

造いよらすたいね。あそこが今のところ 10戸と今度６戸、そこら辺で家賃がどのくらいに

なるか分かりませんけれども、そういったところも当たってもらいながら、うまくそうい

う方が、ほかどっかうちに登録してある空き家等のバンクあたりがあれば、そういったと

ころを見て、教えてやってもいいのかなと思いますけど。やはり町営住宅とかなれば、よ

ほど何かの理由なか限り、優先的にというふうなことすれば、皆さんがやっぱい、公募す

るぎにゃ応募者が多かわけですね。ですから、そこら辺はなかなか厳しいかなというとこ

ろでありますので。何か相談は乗ってやってよかて思いますけれども。優先的にていうと

は今のところなかなか厳しかかなという思いはしております。 

○副議長（江口孝二君） 

私が今例ば挙げましたけど、家は老朽劣化で修理もしわえんごたっ状況で、考えてみて

ください、そこで仮で５万円てした場合、とてもそこに入るてことは初めから無理やっけ

んね。もちろん皆さんと一緒に申込みをして、運よく当たればよかですけど。だから今入

っとる人を出せては私は言いよらんとですよ。ただそういう状況であるならば、この未収



 67 

金の中に入っとっですもんね。未収金ていうとが住宅費の中であるですもんね。だから、

あしたもその分出てくっとは思いますけど。だから、そういう人たちはやっぱい規約でぴ

しゃって何か月滞納ていうとばうとうてあるはずやっけんで、そこまで言わるっとは当た

り前せんばいかんていうとば規約である程度出してもらわんぎにゃさ。そういう話になる

けんね。だからそこは穏便に何か考えてほしいなということです。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

お答えします。 

家賃の滞納者の明け渡しですけど、うちのほうが３か月以上滞納者があれば明け渡し請

求ていうことはしておりますけど、強制的に（「今のよか、あした考えとって」と呼ぶ者あ

り）分かりました。 

○竹下委員 

報告書の 69ページから 70 ページにかけての教育振興費についてお尋ねしたいと思いま

す。 

公立学校の情報通信のネットワーク環境施設整備事業の委託料ていうことで、小学校の

場合が 2,035 万、中学校の場合で、70ページですけれども 1,874 万 6,000 円ていうことで

なってます。この事業内容についてお尋ねしたいということで思いますけど。どういうふ

うになっているのか。 

○学校教育課長（中川博文君） 

お答えいたします。 

多良小学校、大浦小学校、多良中学校、大浦中学校、４校にＬＡＮの整備をする事業で

あります。ＬＡＮの配線と無線アクセスポイントですね、そういうのを整備をしてタブレ

ットがＷｉ－Ｆｉでつながるように全部整備をいたしております。 

以上です。 

○竹下委員 

金額が非常に高額ですよね。委託以外に機器の購入とかなんとかもあるんですか。 

○学校教育課長（中川博文君） 

お答えいたします。 

機器も全部替えてますので。例えば基幹スイッチとかフロアスイッチですね、そのほか

無線ＬＡＮアクセスポイントが 129 台とか。これは配線もカテゴリー５ｅですか、少し大

きめの配線に全部変えて、それを含めて全部委託をしてこの金額になってるところです。 

以上です。 

○竹下委員 

小学校に限っていいですけども、この 2,035 万の大方概略の内訳を分かります。例えば

ＬＡＮのですね。そしてＬＡＮ回線を生かしてどういう授業の内容になるのか。 
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○学校教育課長（中川博文君） 

すみません、金額の内訳までは今手元にございません。ただ内容的に言えば、基幹スイ

ッチが２台、フロアスイッチが 11 台、あと無線ＬＡＮアクセスポイント 67台、こういう

のを例えば各教室、あと体育館等に取り付けて、そこまでの配線ですね、そういうのを配

線して、合計で 2,000 万になってるところです。 

以上です。 

○竹下委員 

配線をして、それどういう活用をされるのか。 

○学校教育課長（中川博文君） 

お答えいたします。 

これはＧＩＧＡスクールで今児童、生徒１人１台タブレットを整備いたしておりますけ

ども、そのときに使う予定の分ですね（「そいの配線ていうことで」と呼ぶ者あり）そうで

す。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

ほかにございませんか。 

○久保委員 

68 ページ、学校管理費のところの町立小学校洋式トイレ改修工事が書いてあるけど、多

良小学校新築されてから何年たつのか。大浦小学校何年たつのか。それをまずお伺いしま

す。新築でも改築でもよか。分からんならよか。そしたら、大浦小学校だけで、新築なっ

たとは何年前かな。 

○学校教育課長（中川博文君） 

もう６年くらいたつて思います。ちょっとすみません。 

○久保委員 

６年なら６年でよか。その時に、これは学校教室があるとの改修トイレですかね、十何

台、大浦小学校の場合。何で今なって、６年前くらいの時に洋式にしてなかったのか。何

で今なって 14台の改修をやっているのか。その辺をお伺いいたしましょう。 

○学校教育課長（中川博文君） 

お答えいたします。 

この洋式トイレの 14台につきましては、こっち側の古い校舎の分。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

古い校舎の分を今改修すってことやろ。 

○学校教育課長（中川博文君） 

古い校舎と一部新しい分も改修をいたしております。 

○久保委員 
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その理由は。 

○学校教育課学校教育係長（平石信行君） 

お答えします。 

今設置されていた便座が普通の便座でしたので、温便座に全部替えた工事になります。 

○久保委員 

何でこげん言うかていうたら、その小学校の新築の時に、和式になっとったとですよ。

今の時代にこぎゃん和式ばする子供がおるとかいてそん時言うたっじゃもん。何で洋式に

せんかて言うたら、そんだら、人が座った後に座りたくないていう子供がおるて。今でも

そがんとのおるとですかね。今ほとんど和式の便所は普通子供は、うちの孫たちなんか怖

かて言うて行かんですよ。そういう時に、私が何でぎゃんことば和式にすっとかいて言う

たとばってんが。早や今６年も、百武町長の時やったですかね、建設したのはね。その時

に言うたと。わざわざここに 14 台、古か校舎のともあろうばってんね。その辺は今から建

築される場合十分考えて、その温熱とかなんとか今言われたけど、和式、洋式、その辺は

十分考えて、学校だけでなくほかの施設もそういうことは考えて建設をされたほうがいい

んじゃないかというふうに考えとります。私自身もよそに行ったって、膝が悪かけんが和

式に座りきらんですもんね。洋式にしか。そういうことがありますので、今から先は十分

考えて建設、それは高か値段じゃなかばってん、平均したら６万 6,000 円くらいの、１台

ね。その辺は考えてやってください。よろしくお願いします。 

○町長（永淵孝幸君） 

今、久保委員が言わるっごと、私も洋式にあるところに座ったぎにゃ、冷とうして飛び

上がろうごとあったわけですよ、冬場やったばってん。だから、これはいかんねて。やっ

ぱい女性はこういう思いをしよっとかと。学校行けば子供たちもぎゃん思いしよっとかな

て思たけんが、昨年から公共施設については今洋式のある分については、便座を暖房便座

に替えてやらんねというふうなことをしたわけです。ですから今言われるごと、今から先

はそういったところを含めて、やっぱり何かこうする場合は、近代的な、特にこういう機

械とか何かはしていかんばいかんやろうなという思いをして、みんなに話はしとっわけで

す。 

○副議長（江口孝二君） 

決算書の 190 ページ、工事請負費でゼロて出とっですたいね。これは３月で減額補正ば

されておりますからゼロは分かりますけど、ぱって見たときに、何で工事請負費が設計額

と入札額と一緒やろうかて思うわけですよ。これは財政課からの指示かどうかは分かりま

せんけど、何かもしこういうなれば分かるように。工事請負費だから私は言いよっとじゃ、

委託料とかなんとかは初めから金額が決まっとっ分はゼロて出てきて分かっとばってんが。

談合しとっとじゃなかろうかにゃて瞬間おりゃ思うたっですよね。これはもう２年、３年
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かけて緊急装置の分と思いますので。そこら辺は何かこう分かるような、こういう記載し

かでけないならでけんでよかばってんが、何か分かるような表示ばしてもらうことができ

ないやろうかというお願いです。 

○財政課財政係長（江口 薫君） 

決算書 190 ページの工事請負で 957 万円の不用額がゼロという表示ですけども。財政係

のほうからは毎年、補正の際にそういった不用額が出た場合と、あと令和２年度について

はコロナウイルスの関係で事業が実施できなかったようなやつについては、款、項、目の

目の中で 100 万円以下になるように、その分については各課で精査をして落としてくださ

いていうお願いをしております。それにのっとって、この分については３月で落としてあ

るものです。 

○副議長（江口孝二君） 

事情は、３月の補正で上がっとっと分かっばってんが、項目を見た場合に、予定額と入

札額が一緒て談合しとっとじゃなかつかいていう、これはおいの考えばってん思うたけん

で、何か備考欄にそういう表示ができるかできないか。でけんて言えばそいまでばってん

んが。それのお願いです。 

○財政課財政係長（江口 薫君） 

答えにならないんですけれども、逆にこれを落とさないとなった場合、当然もともと予

算、当然支出額については、財源が、収入がついてきますので、財政係のほうから基金と

かを充ててますので、それも当然各課で落としてもらわないと基金も落とせないので、最

終的に不用額がいっぱい出るわけですよね。最終決算したときに歳入から歳出を引いた残

りが莫大になってしまって、そういう理由があるので。 

○副議長（江口孝二君） 

全て分かっとります。分かっていますけど、この備考欄に何か記載がでけないかて。手

書きでもよかけん口頭でもよかけんで、これをもらうときにそういう方法で、全て言われ

ることは分かって、それで当たり前て思うとですよ。思うばってんが、工事請負費て見た

場合に、ここでは絶対差額が出て当たり前のことでしょ。金額がふとか工事やっけんです

ね。 

○副町長（毎原哲也君） 

今の話は、そい工事請負費だけでよかていうことばおっしゃってるんですか。 

○副議長（江口孝二君） 

そういうことです。入札とかなんとかばした場合に、疑われんごた話ば私はしよっだけ

のことで。 

○副町長（毎原哲也君） 

入札をした分について全部そういう委託料にしろ。 
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○副議長（江口孝二君） 

普通出とっでしょ。ほかんとは出とっでしょうが。だから途中で補正ば組まんぎにゃそ

のまま出てくっわけやんね。 

○副町長（毎原哲也君） 

検討させてください、それは。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

一応検討するていうことで。 

○田川委員 

報告書の 73ページ、文化財保護費。毎年聞いてますけれど、街道がつなぐ多良岳広域観

光地域づくり事業費補助金ていうことで、令和２年度も 175 万挙がってます。令和元年度

は講演会とか小長井庁舎から竹崎城までのウォーキングラリーとか、そういったものがや

っておられたと思いますけど、令和２年度、これ何をやられたのか。 

○学校教育課長（中川博文君） 

お答えいたします。 

令和２年度につきましては新型コロナウイルスの影響で、講演会及びウォーキング等は

実施をいたしておりません。その代わりにパンフレットの作成とホームページの整備と街

道案内人の講習会及びマップの改定等、そういうのをいたしております。 

以上です。 

○田川委員 

大体分かりますけど。パンフレットて何のパンフレットなんですか。 

○学校教育課長（中川博文君） 

パンフレットというと、ごめんなさい私の言葉が悪くて、街道道案内ガイドブックです

ね。ガイドブックの増刷等をいたしております。 

○田川委員 

それでちょっとこれとは違いますけれど、令和元年度に太良町誌の上中下巻と厚いです

けどＰＤＦ化されたということで、それを昨年のこの決算委員会の折に、有料で配付する

のを検討したいというふうなことでした。私は実はこないだの一般質問で７・８水害のこ

とを質問したんですけれど、その折に、やっぱりあの上中下のですね、全部ばらばらに書

いてありましたのでそっから拾い上げて調べたんですけど、大変だなととても自分で思っ

て、そういや去年されてあるこれはＰＤＦ化されてあるんだなと思って、これは何か有料

でも手に入ればいいなと思っていたんですけれど、その後それは有料で配付されるという

方向に検討されて結果的にはどうなったんですか。 

○学校教育課長（中川博文君） 

お答えいたします。 
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昨年の決算委員会の折に、確かにＰＤＦ等でしてるからそれを販売ていうことで御質問

いただいて検討しますということでお答えしてました。それで課内のほうで検討しました

けども、実際問題としてまだ冊子のほうの在庫が結構あります。そちらのほうもあって、

またＰＤＦ等にしたらそちらのほうがなかなか販売が難しいかなということで、まだその

分は待ってるというふうな状況になってます。 

以上です。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 質疑がないので、質疑を終了いたします。 

 入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

 

 

午後３時43分 休憩 

午後３時53分 再開 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

休憩を閉じ、直ちに会議を再開いたします。 

  

 

災害復旧費、予備費について 

 

 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

次に、災害復旧費から歳出の最後予備費まで、決算書の 201 ページから 206 ページまで、

行政実績報告書では 76ページから 79ページまでを審議します。 

行政実績について、関係課の概要説明を求めます。 

なお、説明につきましては、簡潔にお願いします。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○農林水産課長（川島安人君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○建設課長（浦川豊喜君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○農林水産課長（川島安人君） 
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《歳出の行政実績の概要説明》 

○財政課財政係長（江口 薫君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 説明が終わりましたので、質疑に入りたいと思います。 

質疑の方はありませんか。 

○副議長（江口孝二君） 

町長にお尋ねします。 

昨年の災害で栄町が一番被害を受けましたけど、原因は町道 27号線、江岡・陣ノ内線に

架かっている橋ですね、橋の橋脚に原因があると思っております。昨年は不幸中の幸いで

干潮時に雨が降ったのであのくらいで済んだと思います。あれが満潮時だったら橋脚の分、

受金物のあっですよね。あれが半分くらい６メーターくらい沈むわけですよ。それにもっ

てきて大雨が降ったら、既にあそこに流木とかが引っかかって越流してしまって、今回も

そのごとく越流したっですけど。だから、今日あしたの話じゃなかですけど、あそこの改

良ていうですか、受金物だけでもですね。橋脚２つあります。それに両脇と端、端と受金

物がありますので、それを何とか改良してほしいと思いますけど。それを前向きに検討し

てもらえるでしょうか。 

○町長（永淵孝幸君） 

お答えします。 

あそこが橋を改良すっ時、前の町長もいろいろそういうお話もされて、検討をされとっ

たようです。しかし、何か特殊な工法であの橋がされとると。その赤くこう塗ってあるの

が何か鉄道の線路あたりを利用したりとか何かしてあるていうなことで、ちょっと珍しか

橋だというなことでありました。そういったことでありますけども、やはり今後において

こういった昨年みたいな災害等が発生すれば、やはり何らかの対応をしていかないかんと。

今言われるように満潮時分になるぎあいが沈んできて、あそこに引っかかるていうふうな

状態になれば、また横しに越水していくといふなことになろうかと思いますので、橋の強

度まで含めて、それを仮に取って真っすぐなしたときどういうふうなことになるのかとい

うなことば含めて検討して、外したがいいのかどういうふうな改良がいいのかていうなこ

とは検討をさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○副議長（江口孝二君） 

今朝ほど古賀地区の方がカーブミラーの件で見えられましたけど、その前に建設課に越

流防止柵、多良川のですね。何か所も越えたけんで、それもお願いされたんです。まあ土

木事務所担当やっけんで、要望はしますていうことば建設課は言うてあっとですけど。だ
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から、あそこが橋脚、もし何もなかったらスムーズに流れていってああいう被害はなかっ

たと思いますので。その越流防止柵と共に町単独でも、いろんな‥‥‥あるけんで、補助

等もらわれんかも分かりませんけど、前向きにぜひ検討してもらえばと思います。 

○町長（永淵孝幸君） 

私も昨年現場を見に行った時、この橋のあんまい強度にしてやったけんが逆に高欄もで

すね、強度にしとったけんが材木とかなんか引っかかって横しきたやもんねという隣近所

の方からも聞きました。そいけんが、橋は確かに強度をもたせんばいかんですもんねて言

うたばってん、そういった橋脚の部分に何か引っかかったとなればいろいろ問題がありま

すので。そこは先ほど言いましたように強度に影響がないのか、どういった方法で、それ

を外したときどういうふうになるのかというところまで含めて検討ををさせていただきた

いと思います。 

○議長（坂口久信君） 

当時多分建て替えとかなんとかも考えていろいろでけんやった状況はあっですね。多分

そいでそのままちょっと強度よくしたいなんかしてした部分もあろうかと思います。そい

けんその上のほうに例えば橋を持っていくとかなんとかも検討しながらその分も考えてい

ただければねと思うとですね。多分残してくれていった部分もあったと思います。あいど

ん今んごたっ状況ではまた可能性があっけんが、修繕もしかりですけれども、どっちみち

ないぎともう建て替えたがましやなかろうかなて気せんでもなかけんですよ。その辺も含

めて考えていただければと思うとですけど。 

○副議長（江口孝二君） 

今ちょっと無制限に重量制限はありませんけど、祐徳バスも通らんし、大型も通らんけ

んで、強度的なことで問題のあれば、ある程度重量制限をかければよかっじゃなかろうか

なと思いますので、いろんな方法で、できれば今議長が言われましたけど、建て替えてよ

かとばってんそれは難しかとなれば、せめて受金物だけでも取るようなほうで考えてもら

いたいと思います。 

○竹下委員 

同じく橋の件ですけれども、瀬戸と端古賀を結ぶ豊足橋、あそこもこの前議員でも見に

行ったんですけど、老朽化がひどくて、この前の去年の災害の際は、もう通行止めになる

ように老朽化してというふうに思いますので、併せてあのようなところもぜひ検討をして

いただきたいというふうに思いますけども。 

○町長（永淵孝幸君） 

瀬戸の豊足橋については、今既にいろいろ調査をかけて、そしてその重量制限もかけな

がら調査もしております。そして、やはり補助をもうろうて工事をしたかもんですから、

道順を踏んでいかんまなんていうなことで、今年度は調査を一応かけて、来年度くらいに
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設計かけて、できたら再来年くらいには施工をという段取りで今のはしております。あそ

こも瀬戸ももう多良川で一番古い橋らしくて、竹で何か橋台のにきは使ってあるというな

ことで、珍しかごたその橋らしかです。しかしもうそがん言うたっちゃ、珍しかけんとか

何か言いよったっちゃ、やっぱり今後は安全性が一番ですから、そこら辺含めて検討する

ようにしております。ですから、あそこにも橋脚が４本かな、短い橋の中に。ですから、

４本あっていうことは、もうちょっと材木のごたっと引っかかって、横にこう引っかかれ

ば、もうそこにごみが引っかかれば、端古賀、瀬戸、畑田付近までも影響すっとじゃなか

かなという予兆がありますので、そこは担当課に指示をして、あと順序立ててしていくよ

うな指導をしております。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

補足といいますか、今、町長が言われるように、豊足橋については、当初補修の設計に

ついてまでして発注して業者にお願いしとりますけど、おおむね補修では追いつかないだ

ろうと。それで架け替えについて今検討をしております。もし架け替えになったら、今年

中にまたその架け替えについての設計を発注したいと思っとります。 

以上でございます。 

○決算審査特別副委員長（所賀 君） 

今年度の決算に挙がってきとっわけじゃなかけんがですが、災害復旧のことでお尋ねし

てみたいと思います。 

これは、竹下委員長が報告された後の通告で聞いたことと同じ結果になるわけですけど、

激甚災害ていうことになって、例えば農地の対応ですが、この農地に限らず、例えば町単

の場合とか、あるいはその辺を含めての受益者さんの負担割合ですけど。これもおのおの

違うですね、激甚の場合 0.78 とか負担しなさいてなってますが、高齢化等々も含めて、い

やもう負担せんまんごたっぎもうせじいっちょくよとかていうことがあるし、実際あの後

にも電話がありまして、いやもうせんでいっちょくよて言うたていう人もおられましたん

で。先ほどの町長の言葉の中にちょっと出てきましたけど、受益者も自分たちの財産であ

るからそれをきれいにするにはやっぱり負担するのが必要だろうと。それは当然かも分か

りませんが、後継者がおられる、あるいは高齢であっても元気でまだできる、そのような

方に対しては、受益者負担の分を町が補ってやるのはどうかなて思います。この受益者が

負担せんと国は出さんよていうふうになるのかどうか分かりませんが、この辺はどういう

ふうにお考えなんですか。できたら町で補ってやればいいかなて個人的には思うわけです

けど。いかがでしょうか。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

お答えします。 

災害の受益者負担ですけど、今現在災害が農地災害の場合は 40万以上でしたら国庫補助
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の災害のせることができます。それで採択なったら工事も実施できるんです。それでその

負担については、基本的には農地の場合は 50％が国庫補助、それ基本ですね。ただ、被害

状況に応じて、通常は１次かさ上げとか２次かさ上げていうのがありまして、８割から９

割くらいまでは国庫補助がかさ上げされとります。それでまた昨年のように激甚とかなれ

ば、それで１割とか２割のまたかさ上げがございまして、最終的に昨年度は国の補助が農

地のほうで 97.4％、施設が 99.6％の国庫補助がついとります。そのうち農地については、

残りの 2.6％の３割を個人さんに負担してもらうと。0.78％か、１％ないくらいの負担割

合まで国庫補助の場合はなっとります。ただ、それにのらないような小さな災害について

は町単の施工となりまして、事業費の農地の場合で 30％を負担してもらう。施設の場合は

10％、これはもう国庫のほうの負担と同じように 10％の負担をしてもらうとなりますので、

40％で施設でしたら４万円ですかね、10％ですので。は負担してもらうことにはなります。

ただ、ほかの市町の町単災害とかの状況を見ますと、負担割合は、農地で例えば鹿島とか

白石とかあの辺はもう半分が個人負担、施設についても３割くらいが個人負担というふう

にはなっております。決してうちのほうが高いというわけではございません。 

以上でございます。 

○決算審査特別副委員長（所賀 君） 

ある女の人から電話がありまして、見に来ていただきました役場のほうからていうこと

で、じゃあ実際担当係が来て、測量等も必要やっけんが、相当生い茂てたらしいです草が。

この草をきれいにしとってください。それで、負担はという話になって、５％て言いしゃ

ったか 50％て言いしゃったかな、いやもうそんないば負担してまではしいえんていうこと

でしたけど。何日も払って草払いしたその費用はどがんなっとかなて考えましたとかです

ね。そりゃやむを得んやろうて自分なり思うたとですけど。いやもうそこまで金出してせ

んでよかていうことになったていう話でした。確かにそりゃそうかなて。またその人、夫

婦とも元気な人やったですけど。そういった方、この負担割合ですけど、よそと安かて言

うたものの、どうかな、後継者のやる気をそそる意味では町が負担、補ってやるのはどう

かないかんことかなて思いながらも、やっぱりでも負担してやればよりやる気になんしゃ

っとじゃなかろうかな、おまけに１次産業でもあるしていふうな考えがあってのことです

けど。町長この辺どがんふうに考えられますか。 

○町長（永淵孝幸君） 

まず国等の補助がのっとは、普通の災害と激甚災害とでずっと率が違います。そして、

高率補助と今さっき言いよっばってんが、補助率増嵩申請ていうとばせんまなんわけです

よ。例えば被害額に対して、何人の耕作者、農業者がおっとかていうとそういうとば全部

計算して書類作って国の承認をもらう。それもろうた上で高率補助が決まるわけですよ。

ですから激甚災害やっけんがていうて定額ではありません。そいでうちは全部そがんして
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申請ばしていくわけですね。例えば道路にしても。受益者がよんにょ取るぎにゃいかんも

んやっけんが、‥‥‥ヒアリングの時、いやここも受益者に入れじにゃとかいう話になっ

て、国とやり取りしながら書類も実は担当で作るわけですたいね。しかし、こういった国

の補助にのるやつは今言いよっごと 97.4 とか 99.6 とか言いよっけんが、それにもまたそ

いどん町も当然出してあげとります。助成はですね。乗せとります。しかし、今言われよ

っとは、多分そういうとに国の補助にのらんような災害、今先ほど言いました農地は 30％、

施設は 10％ていうそこら辺をどうするかていうふうなことで、近隣は 50 とか何か言うて

うちよかまだ高かもんねていう話ですので、ここら辺はその状況を見て、うちも全てにお

いて農地の負担を 30％を例えば 20にすっとか、施設は５％にすっとかいうとは検討はさ

せていただきたいと思います。まだ今ここでていうな話になりませんので、ちょっと状況

を見ながら、小災害についてはやっぱりそこはしてやらんばいかんところもあろうかと思

います。ていうのは、山手んにきでうっくえたまましておくというふうな事態もまた荒廃

の原因にならんとも限らんし。そこら辺はもう少し財政あたりも考慮しながら、負担はし

てやるにおいてはもう少し上げてもしていいかなと思いはしておりますけども、ここでど

のくらいていうとはちょっと言えません。検討だけさせてください。 

○決算審査特別副委員長（所賀 君） 

そいとこい別ですけど、この間中尾のところに道路のこう落ちたところば見に行ったで

すね。あいが去年の分の災害の部分も残っとって、何でこいが今度挙がってきとったかて

聞いたぎ、そのすぐ横が崩れとったていうことで見に行きましたけど。あれは地元の人は

当然通られんていうとは分かっとっわけですが、めったになかて思うですけど、地域外、

県外とかもし通られた場合にこら危なかたいね、帰り道に感ずいたのは、通行止めにして

なかったなて思いましたけど、そこの処置はしましたか。 

○町長（永淵孝幸君） 

道路については、農道のごたっとで公共性の高い農道については負担金は取っておりま

せん。 

○決算審査特別副委員長（所賀 君） 

お金じゃなくて今言いよっとはバリケード、通行止めしたねていう質問ですけど。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

お答えします。 

先ほどの所賀委員さんの通行止めの件ですけど、途中にコーンは置いていたとですけど、

周知が少しやっぱり足りないのかなとは思っとりますので、今後はもっと分かりやすい周

知にはしたいと思っとります。 

以上でございます。 

○決算審査特別副委員長（所賀 君） 
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‥‥‥真っすぐツーって行くぎ‥‥‥。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

基本的にあそこですから関係者以外が入ることはないとは思うんですけどそういうこと

も考えられますので、分かりやすい方法で周知はしたいと思います。 

以上でございます。 

○副議長（江口孝二君） 

関連ですけど。中身は一緒ですけどね。同時期、同一の原因で被害に遭って激甚にかか

りましたて、片一方は小規模でかかりませんて、負担金はここはしれたもんですよと、大

規模になってね、ここは３割負担ですよていうとは、やっぱりちょっと一般的に考えて、

被害を受けられた方は納得ばすることばできないと思うとですよ。いろんな取り決めがあ

るとは分かりますけど。だから、将来性があったり、後継者がおったりで条件はつけても

らって結構ですので。そしてやっぱり条例の見方の改正をして、条例の中には、特に町長

が認めるものはてうとうてあっですよね。だからそういうところをしてもらって、将来性

のあるところ、いいところについては、先ほど町長が答弁した、前向きに考えてもらって

対応してもらえばいいんじゃなかろうかなと思いますので。答弁はいりませんから。一つ

付け加えましたけど、そこら辺はやっぱり。田んぼについてはある程度できよったいね。

ところが畑になれば、今さっきの話じゃなかばってん、もう放棄地になってしまうと。だ

から昨日大騒動したばってん、あそこも一緒の話たいね。あんたたちは知らんばってんが。

風の牧場のところも。おいが頭にくっと分かって思うばってんね。だからそこら辺も加味

して、やっぱり荒廃地もイノシシの住みかにしちゃいかん。山口委員の一般質問じゃなか

ばってん、太陽光になってしまうとも‥‥‥と分からんけんですよ。やっぱりそこら辺は

ちょっと前向きに考えてもらって、将来性があって有効利用がされるようなところは何と

か考えていって。 

以上です。 

○議長（坂口久信君） 

町長がいろいろ検討すってなことで、前向きに検討してもらうということですので言う

ことはありませんけども。こういう問題もいろいろ言われたとおりでございますので、議

会からもそのお願いばすうかなと言って町長ともちょこっと話した部分もあると思います

から、そういう状況の中で、やっぱりそこも含めて町民の皆さんに負担にならないような

状況をつくっていただければ幸いかと思います。よろしくお願いします。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

ほかなかですか。 

○山口委員 

77 ページくらいですけど、災害復旧についてですけども。初動の災害復旧ていうとで、
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例えば道の泥をちょっとどかしたりとか、緊急で家の裏から土砂をちょっと取り除きたい

とか、そういうときに重機借上げていうとで、例えばその建設会社さんが来てくれるてい

うパターンもあっとですけど、自分で動かせる重機みたいなものが例えば役場から借りれ

るとか、そういうふうになってれば、初動というか詳しいことていうか本格的なものは無

理でも、その最初の手当てていうのができるのかなと。今後災害がたくさん発生するよう

になると、建設会社さんのほうも全て手が埋まってますと。それで誰も動けないていう状

況も考えられるので、自分でしてくださいていうのが増えるのかなて思うので、そこにつ

いてこう対応ていうか、何かしら方策があれば教えてほしいなと思うんですけども。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

お答えします。 

委員言われるように、災害が発生して、道路とか家の裏とか土砂が落ちてきて被害を受

けて早急にどけなければならない場合は、重機借上げで対応はしております。これはあく

まで建設業者さんにうちがお願いしてしているもので、言われるように、去年のように数

が多ければ、今日あしたでんて言われても、来週まで待ってくださいて言うときもあると

思います。ただ、個人さんでされる分についてうちがどうこうていうとは、もし作業をさ

れていてけがとかされたりとかもありますので、そこはうちは認めるわけにはいかないの

かなと。やっぱり専門の方に頼んだところでうちも費用を支払うと。そういうふうにして

いかないと、もう個人さんでよかよて言えば、なんでんかんでんしてひょっとけがまでし

たと言われてもうちも困りますので、その辺は専門の方の業者に任せたいと思っておりま

す。 

以上でございます。 

○山口委員 

今は何とか建設会社さんも出てくれたりとか、無理言って次の日に来てくれたりとかて

いうので、非常に感謝するところではあるんですけど。正直例えば私くらいの年代であと

10 年後、20 年後なったときに、そういう対応ができるかていうと結構難しいのかなと。な

んで、私個人的にユンボば練習したりとかしたっですけど、正直難しかなていうのがあっ

て。何かそういう例えば素人が講習を受けるとかていうときに少し町から補助がしてもら

えるとか。もう正直みんな戦力になるしかないかなていうような気持ちちょっとあって。

例えばです。もし今後検討できるようであればお願いしたいなと思います。 

○建設課長（浦川豊喜君） 

お答えします。 

そういう今後、人口も減っとりますし、建設業者さんも忙しいとなればそういうふうに

なって、個人さんの力とかも要るようになるかもしれませんけど、そこに対して費用の負

担ていうかその免許とるために助成とか、そこについては私のほうでも何とも言えません
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ので、将来的に町でそういうことがあればそのときに考えられるのではないかとは思って

おります。 

以上でございます。 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

質疑がないので、質疑を終了したいと思います。 

 審査の途中ですが、本日はこの程度に留めて延会したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（川下武則君） 

 異議なしと認めます。そしたら今日はこれで延会いたします。どうもお疲れさまでした。 

 

 

午後４時23分 延会 

 

 

以上の会議の次第は、職員の記載したものであるが、その内容の正確であることを証す

るためここに署名する。 

   令和  年  月  日 

 

              委員長   川 下 武 則 


